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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　内視鏡に設けられたフランジ部を有するシリンダ口金に装着される取付部と、
　前記取付部に対して摺動可能なピストン部と、
　前記ピストン部の上端部に配設され、前記取付部に対して前記ピストン部を摺動動作さ
せるボタン部と、
　前記ボタン部と前記取付部との間で前記ピストン部の外周に配設され、前記ボタン部を
前記取付部に対して離隔する方向に付勢するバネと
　を具備し、内視鏡のチャンネルから体腔内の被吸引物の吸引を制御する内視鏡用吸引制
御バルブにおいて、
　前記取付部は弾性を有する樹脂材により形成された円筒状の取付部本体を備え、
　前記取付部本体は、
　前記シリンダ口金の前記フランジ部の外径よりも小さな内径を備え、前記フランジ部を
乗り越えて装着される係合部と、
　前記取付部本体の上端部の外周を囲むよう配設され、前記取付部本体の外周よりも大き
な内径を有し、前記取付部本体の上端部に対して連結部で連結されたリング状の指掛部を
有する引張部と、
　前記連結部に隣接する位置に形成され、前記取付部本体の外周の上端から下端にかけて
形成された薄肉部と
　を具備することを特徴とする内視鏡用吸引制御バルブ。
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【請求項２】
　前記薄肉部に隣接する位置には、前記薄肉部を容易に切断可能な切欠部が形成されてい
ることを特徴とする請求項１に記載の吸引制御バルブ。
【請求項３】
　前記取付部本体は、前記薄肉部と異なる位置に、前記取付部本体の柔軟性を増すための
他の薄肉部を備えていることを特徴とする請求項１もしくは請求項２に記載の吸引制御バ
ルブ。
【請求項４】
　前記取付部本体は、前記係合部の上方に配設され、前記取付部本体の径方向内方に向か
って突出されて前記取付部本体を前記シリンダ口金に装着したときに、前記シリンダ口金
の上端面に突き当てられる隔壁と、
　前記隔壁の下面に形成され、前記シリンダ口金の上端部に形成された位置決め溝に対し
て嵌合され、前記取付部本体の周方向の取り付け位置を位置決めする位置決め突起と
　を備えていることを特徴とする請求項１に記載の吸引制御バルブ。
【請求項５】
　シリンダと、このシリンダの一端部の外周面に配設され、フランジ部を有するシリンダ
口金を備えた操作部を具備し、
　前記シリンダ口金に装着される取付部と、
　前記取付部に対して摺動可能なピストン部と、
　前記ピストン部の上端部に配設され、前記取付部に対して前記ピストン部を摺動動作さ
せるボタン部と、
　前記ボタン部と前記取付部との間で前記ピストン部の外周に配設され、前記ボタン部を
前記取付部に対して離隔する方向に付勢するバネと
　を有する吸引制御バルブを前記操作部の前記シリンダ口金に装着可能な内視鏡において
、
　前記取付部は弾性変形可能な樹脂材により形成された取付部本体を備え、
　前記取付部本体は、
　前記シリンダ口金の前記フランジ部の外径よりも小さな内径を備え、前記フランジ部を
乗り越えて装着される係合部と、
　前記取付部本体の上端部の外周を囲むよう配設され、前記取付部本体の外周よりも大き
な内径を有し、前記取付部本体の上端部に対して連結部で連結されたリング状の指掛部を
有する引張部と、
　前記連結部に隣接する位置に形成され、前記取付部本体の外周の上端から下端にかけて
形成された薄肉部と
　を具備することを特徴とする内視鏡。
【請求項６】
　前記薄肉部に隣接する位置には、前記薄肉部を容易に切断可能な切欠部が形成されてい
ることを特徴とする請求項５に記載の内視鏡。
【請求項７】
　前記操作部は、操作部本体と、グリップと、を備え、
　前記操作部本体は、一側面に前記吸引制御バルブが、送気送水バルブと、リモートスイ
ッチと並設した状態で配設され、
　前記操作部本体の前記一側面と隣接して直交する面に湾曲部の湾曲操作ノブが配設され
ていることを特徴とする請求項５に記載の内視鏡。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、内視鏡の操作部に装着され、内視鏡の本体内に設けられたチャンネルを介
して体腔内の体液や薬液、水等を吸引する際に操作される内視鏡用吸引制御バルブ、およ
び、このような吸引制御バルブを有する内視鏡に関する。
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【背景技術】
【０００２】
　従来から、内視鏡の操作部には、チャンネルを通して体液等の吸引を制御するボタン（
吸引制御バルブ）が配設されて使用されている。例えば特許文献１に開示されたボタンは
、その使用後にリユースするため、オートクレーブ等で滅菌される。この吸引制御バルブ
は、例えば金属材や樹脂材または複合材料等の耐熱性を有する部材により形成されている
。
【特許文献１】特開平８－１７３３７３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　上述した特許文献１に開示された吸引制御バルブは、オートクレーブ等により滅菌され
るため、耐熱性を有することが必要である。このように耐熱性を有する部材が使用されて
いるので、価格の高価な部材が用いられることを強いられ、結果として吸引制御バルブが
非常に高価となる。
【０００４】
　このような吸引制御バルブは、例えばオートクレーブ滅菌など、繰り返し滅菌して再使
用することを想定して形成されているので、オートクレーブ滅菌等のために多大な光熱費
や滅菌のための人件費等を要しており、ランニングコストが膨大である。
【０００５】
　また、薬液により滅菌する場合は症例ごとに薬液の費用を要するため、ランニングコス
トが大きい。さらに、バルブの管理が不十分であると、滅菌せずに再使用されてしまう可
能性もあるなど、衛生上の不安がある。
【０００６】
　この発明は、このような課題を解決するためになされたものであり、その目的とすると
ころは、衛生的でランニングコストが安価な内視鏡用吸引制御バルブ、および、このよう
な吸引制御バルブを有する内視鏡を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記課題を解決するために、この発明に係る、内視鏡のチャンネルから体腔内の被吸引
物の吸引を制御する内視鏡用吸引制御バルブは、内視鏡に設けられたフランジ部を有する
シリンダ口金に装着される取付部と、前記取付部に対して摺動可能なピストン部と、前記
ピストン部の上端部に配設され、前記取付部に対して前記ピストン部を摺動動作させるボ
タン部と、前記ボタン部と前記取付部との間で前記ピストン部の外周に配設され、前記ボ
タン部を前記取付部に対して離隔する方向に付勢するバネとを備えている。そして、前記
取付部は弾性を有する樹脂材により形成された円筒状の取付部本体を備えている。前記取
付部本体は、前記シリンダ口金の前記フランジ部の外径よりも小さな内径を備え、前記フ
ランジ部を乗り越えて装着される係合部と、前記取付部本体の上端部の外周を囲むよう配
設され、前記取付部本体の外周よりも大きな内径を有し、前記取付部本体の上端部に対し
て連結部で連結されたリング状の指掛部を有する引張部と、前記連結部に隣接する位置に
形成され、前記取付部本体の外周の上端から下端にかけて形成された薄肉部とを備えてい
る。
【０００８】
　また、上記課題を解決するために、この発明に係る内視鏡は、シリンダと、このシリン
ダの一端部の外周面に配設され、フランジ部を有するシリンダ口金を備えた操作部を備え
ている。前記シリンダ口金に装着される取付部と、前記取付部に対して摺動可能なピスト
ン部と、前記ピストン部の上端部に配設され、前記取付部に対して前記ピストン部を摺動
動作させるボタン部と、前記ボタン部と前記取付部との間で前記ピストン部の外周に配設
され、前記ボタン部を前記取付部に対して離隔する方向に付勢するバネとを有する吸引制
御バルブを前記操作部の前記シリンダ口金に装着可能である。そして、前記取付部は弾性
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変形可能な樹脂材により形成された取付部本体を備えている。前記取付部本体は、前記シ
リンダ口金の前記フランジ部の外径よりも小さな内径を備え、前記フランジ部を乗り越え
て装着される係合部と、前記取付部本体の上端部の外周を囲むよう配設され、前記取付部
本体の外周よりも大きな内径を有し、前記取付部本体の上端部に対して連結部で連結され
たリング状の指掛部を有する引張部と、前記連結部に隣接する位置に形成され、前記取付
部本体の外周の上端から下端にかけて形成された薄肉部とを備えている。
【０００９】
　このように、取付部本体の少なくとも下端部に薄肉部が形成されているので、吸引制御
バルブを吸引シリンダ口金に装着する際に、取付部本体を略均等に弾性変形させることが
できる。このため、装着時に取付部本体が破壊される可能性を低下させることができ、吸
引制御バルブを吸引シリンダ口金に対して安定して装着することができる。また、吸引制
御バルブの取付部本体は樹脂材により形成されているので、部品を大量生産するのに適し
ている。このため、吸引制御バルブを安価に生産することができる。また、内視鏡の使用
後、吸引制御バルブを操作部から取り外してチャンネル内を洗滌する。この吸引制御バル
ブを取り外す場合、薄肉部を破壊することによって容易に取り外すことができる。このた
め、吸引制御バルブは、使い捨て品として使用することができる。次回に吸引制御バルブ
を使用する場合、新品の吸引制御バルブを使用するので、汚物が付着したまま使用される
心配がなく、衛生的である。仮に、使用後に破壊した吸引制御バルブを使用しようとする
と、取付部本体をシリンダ口金に対して安定して装着することができない。このため、万
が一誤装着されても、術者が点検時に使用後（破壊後）の吸引制御バルブであることを容
易に認識することができる。したがって、誤装着の場合、使用を停止することができる。
また、オートクレーブ等の滅菌に要する光熱費や滅菌に使う薬液等の費用、およびそれら
の作業に要する人件費等を節約することができるので、結果的にランニングコストを低く
抑えることができる。また、吸引制御バルブの取付部本体の破壊操作は、引張部を引っ張
るだけで破壊させることができ、かつ、取付部本体の係合部の一部はシリンダ口金のフラ
ンジ部に係合されているので、操作部から不用意に脱落することを防止することができる
。したがって、衛生的でランニングコストが安価な内視鏡用吸引制御バルブおよび、その
吸引制御バルブを有する内視鏡を提供することができる。
【００１０】
　また、好ましくは、前記薄肉部に隣接する位置には、前記薄肉部を容易に切断可能な切
欠部が形成されている。
【００１１】
　このため、切欠部に対して応力集中させて、取付部本体の薄肉部を容易に切断すること
ができるので、シリンダ口金に対する吸引制御バルブの取り外し操作を容易に行なうこと
ができる。
【００１２】
　また、好ましくは、前記取付部本体は、前記薄肉部と異なる位置に、前記取付部本体の
柔軟性を増すための他の薄肉部を備えている。
【００１３】
　他の薄肉部は、吸引制御バルブを吸引シリンダ口金に装着する際に、薄肉部と協働して
取付部本体を略均等に弾性変形させることができる。このため、装着時に取付部本体が破
壊される可能性を低下させることができ、吸引制御バルブを吸引シリンダ口金に対して安
定して装着することができる。　
　また、好ましくは、前記取付部本体は、前記係合部の上方に配設され、前記取付部本体
の径方向内方に向かって突出されて前記取付部本体を前記シリンダ口金に装着したときに
、前記シリンダ口金の上端面に突き当てられる隔壁と、前記隔壁の下面に形成され、前記
シリンダ口金の上端部に形成された位置決め溝に対して嵌合され、前記取付部本体の周方
向の取り付け位置を位置決めする位置決め突起とを備えている。　
　さらに、好ましくは、前記操作部は、操作部本体と、グリップと、を備え、前記操作部
本体は、一側面に前記吸引制御バルブが、送気送水バルブと、リモートスイッチと並設し
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た状態で配設され、前記操作部本体の前記一側面と隣接して直交する面に湾曲部の湾曲操
作ノブが配設されている。
【発明の効果】
【００１４】
　この発明によれば、衛生的でランニングコストが安価な内視鏡用吸引制御バルブ、およ
び、このような吸引制御バルブを有する内視鏡を提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
　以下、図面を参照しながらこの発明を実施するための最良の形態（以下、実施の形態と
いう）について説明する。
【００１６】
　まず、第１の実施の形態について図１ないし図１４を用いて説明する。
【００１７】
　図１に示すように、この実施の形態に係る内視鏡システム１０は、内視鏡１２と、この
内視鏡１２に着脱可能なビデオプロセッサ１４および光源装置１６とを備えている。ビデ
オプロセッサ１４には、スコープケーブル１８およびモニタ２０が接続されている。
【００１８】
　内視鏡１２は、細長い挿入部２２と、この挿入部２２の基端側に設けられた操作部２４
と、この操作部２４から延出されたユニバーサルコード２６とを備えている。
【００１９】
　挿入部２２は、可撓部２２ａと、この可撓部２２ａの先端に設けられた湾曲部２２ｂと
、この湾曲部２２ｂの先端に設けられた先端硬質部２２ｃとを備えている。可撓部２２ａ
の基端部は、操作部２４に連結されている。先端硬質部２２ｃには、それぞれ図示しない
が、観察光学系、撮像素子、照明光学系、送気送水ノズル、鉗子口出口などが配設されて
いる。
【００２０】
　操作部２４は、操作部本体２４ａと、グリップ２４ｂと、スイッチカバー２４ｃとを備
えている。
【００２１】
　操作部本体２４ａは、吸引制御バルブ３０と、送気送水バルブ３２と、リモートスイッ
チ３４とを例えば並設した状態に備えている。リモートスイッチ３４の一部は、スイッチ
カバー２４ｃの内部に配設されている。
【００２２】
　吸引制御バルブ３０は、後述する吸引管路６０の切り替えを行なう際に使用される。送
気送水バルブ３２は、対物レンズを洗滌するときに液体を出したり、洗滌したときの液体
を吹き飛ばす際の送気や送水に使用される。リモートスイッチ３４は、上述した撮像素子
により撮像した映像信号に対して所望の処理を行なう際に使用される。その他、リモート
スイッチ３４は、例えば内視鏡１２によって観察される像を拡大したり、その像を切り取
ったり（写真に撮ったり）するように、適宜に割り当てられている。
【００２３】
　操作部２４には、それぞれ硬質の樹脂材で形成されたアングルノブ３６（第１および第
２の湾曲操作ノブ３６ＵＤ，３６ＬＲ）と湾曲固定レバー３８（第１および第２のエンゲ
ージレバー３８ＵＤ，３８ＬＲ）とが取り付けられている。
【００２４】
　第１の湾曲操作ノブ３６ＵＤは、挿入部２２の湾曲部２２ｂを上下方向に湾曲させると
きに操作される。第２の湾曲操作ノブ３６ＬＲは、挿入部２２の湾曲部２２ｂを上下方向
に対して９０度異なる位置である左右方向に湾曲させるときに操作される。第１のエンゲ
ージレバー３８ＵＤは、第１の湾曲操作ノブ３６ＵＤを所望の状態で固定するときに操作
される。すなわち、第１のエンゲージレバー３８ＵＤは、湾曲部２２ｂを上下方向に湾曲
させた状態を保持するときに使用される。第２のエンゲージレバー３８ＬＲは、第２の湾
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曲操作ノブ３６ＬＲを所望の状態で固定するときに操作される。すなわち、第２のエンゲ
ージレバー３８ＬＲは、湾曲部２２ｂを左右方向に湾曲させた状態を保持するときに使用
される。
【００２５】
　操作部２４の挿入部２２側のグリップ２４ｂには、図２に示す後述する吸引管路６０に
連通された鉗子開口部７２が形成されている。この鉗子開口部７２には鉗子栓４０が着脱
可能に装着されている。この鉗子栓４０が装着された状態では、鉗子開口部７２から鉗子
（図示せず）を挿入しない場合に鉗子栓４０により鉗子開口部７２が密閉されている。
【００２６】
　ユニバーサルコード２６は、例えばポリウレタン等の樹脂材で被覆されている。このユ
ニバーサルコード２６の操作部２４に対して遠位側の端部には、硬質の樹脂材で形成され
たコネクタ４４が取り付けられている。
【００２７】
　コネクタ４４には、金属材製の送水タンク連結口金４６と、金属材製の送気管４８と、
吸引口金５０と、ライトガイド端部５４と、電気コネクタ部５６とが配設されている。送
水タンク連結口金４６は、図示しない送水タンクに接続されている。送気管４８は、図示
しないエアーポンプに接続されている。このため、上述した送気送水バルブ３２が操作さ
れたときに、挿入部２２の先端部に向けて送水や送気を行なうことができる。吸引口金５
０には、後述する吸引チューブ６８、吸引ビン７８を通して吸引ポンプ７６（図２参照）
が接続されている。
【００２８】
　ライトガイド端部５４は、光源装置１６のコネクタ受部１６ａに接続可能である。この
ため、光源装置１６による照明光がコネクタ受部１６ａからライトガイド端部５４を通し
て図示しないライトガイド内を伝送し、先端硬質部２２ｃ内の照明光学系から照明光が出
射される。
【００２９】
　電気コネクタ部５６は、コネクタ４４の側面に配設されている。この電気コネクタ部５
６にスコープケーブル（接続コード）１８を接続してビデオプロセッサ１４と接続するこ
とで、挿入部２２の先端硬質部２２ｃの撮像素子（図示せず）から出力された電気信号を
モニタ２０上に映像として映し出すことが可能である。
【００３０】
　図２（Ａ）に示すように、吸引制御バルブ３０により切り換えられる内視鏡１２の吸引
管路６０は、上流側吸引チャンネル６２と、分岐管路部６４と、下流側吸引チャンネル６
６と、上述した吸引口金５０と、吸引チューブ６８と、吸引シリンダ８０とを備えている
。
【００３１】
　上流側吸引チャンネル６２は、挿入部２２の内部に設けられている。この上流側吸引チ
ャンネル６２の先端は、挿入部２２の先端の吸引開口（鉗子口出口）７０に連通されてい
る。
【００３２】
　分岐管路部６４は、操作部２４に設けられた上述した鉗子開口部７２に連通されている
。
【００３３】
　下流側吸引チャンネル６６は、ユニバーサルコード２６の内部に設けられている。
【００３４】
　吸引口金５０は、下流側吸引チャンネル６６の操作部２４に対して遠位側の端部に、コ
ネクタ４４に取り付けられた状態で配設されている。
【００３５】
　吸引チューブ６８は、一端が吸引口金５０に接続され、他端が吸引ビン７８を有する吸
引ポンプ７６に接続されている。すなわち、吸引チューブ６８は、吸引ポンプ７６の吸引
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ビン７８と吸引口金５０とを接続している。
【００３６】
　図２（Ｂ）に示すように、操作部２４の操作部本体２４ａには、後述するピストン１１
２を内周面で摺動可能な筒状の吸引シリンダ８０が装着されている。シリンダ８０の外周
面には、操作部本体２４ａの内部と外部とを水密的に遮断するＯリング８２が操作部本体
２４ａに配設されている。この吸引シリンダ８０の下端部側、すなわち、操作部本体２４
ａの内部側には、シリンダ８０の中心軸に沿って下端部がそれぞれ開口された第１の開口
部８０ａと、この第１の開口部８０ａに対して隣接する位置で、シリンダ８０の中心軸に
対して外れる方向に軸を有する第２の開口部８０ｂとを備えている。この第２の開口部８
０ｂには、図２（Ａ）に示す上流側チャンネル６２の基端部が固定されている。第１の開
口部８０ａには、図２（Ａ）に示す下流側チャンネル６６の基端部が固定されている。
【００３７】
　そして、図２（Ａ）に示すように、吸引制御バルブ３０は、上流側吸引チャンネル６２
と下流側吸引チャンネル６６との間のシリンダ８０に配設されている。この吸引制御バル
ブ３０は、体腔内の薬液、血液や、水などを吸引する吸引状態と、非吸引状態の切り替え
操作を行なうことが可能である。
【００３８】
　図２（Ｂ）に示すように、吸引シリンダ８０の上端部には、例えばステンレス鋼材など
、金属材製のシリンダ口金８６が例えばネジによる螺合によって着脱可能に固定されてい
る。このシリンダ口金８６は、操作部本体２４ａの外表面に対して略面一に形成された第
１のフランジ部８６ａと、この操作部本体２４ａに対して外方に突出した位置に設けられ
た第２のフランジ部８６ｂとを備えている。このため、吸引シリンダ８０に対してシリン
ダ口金８６がネジ締結により装着されたときに、第１のフランジ部８６ａは、操作部本体
２４ａの外面に対して略面一の状態にある。これら第１のフランジ部８６ａと第２のフラ
ンジ部８６ｂとの間には、吸引制御バルブ３０の後述する取付部本体１２０の下端部の係
合部である凸部１２２（図４（Ａ）および図４（Ｂ）参照）や取付板（保護板）１９０（
図１２および図１３参照）を外方から装着可能である。
【００３９】
　図３に示すように、吸引制御バルブ３０は、取付部１１０と、ピストン１１２と、ボタ
ン１１４と、バネ１１６と、指標１１８とを備えている。バネ１１６は金属材により形成
されていることが好適であるが、樹脂材により形成されていることも好適である。取付部
１１０は、例えばポリエチレン等の比較的弾性力を有する（弾性変形可能な）樹脂材で形
成されている。また、ピストン１１２、ボタン１１４および指標１１８は、例えばポリア
セタール等の比較的硬質の樹脂材で形成されている。
【００４０】
　図４（Ａ）および図４（Ｂ）に示すように、取付部１１０は、略円筒状に形成されてい
る。このため、取付部１１０は、操作部本体２４ａの吸引シリンダ８０および吸引シリン
ダ口金８６に対して装着可能である。ピストン１１２は、円筒状の取付部１１０の中心軸
に沿って摺動可能に配設されている。このピストン１１２は、シリンダ８０の内周面に対
して摺動可能に形成されている。ボタン１１４は、ピストン１１２の上端部に装着されて
いる。また、バネ１１６は、ボタン１１４と取付部１１０との距離を保つために使用され
ている。このため、このボタン１１４を押圧することによって、ピストン１１２が下方に
下げられてシリンダ８０に対して押し込まれる。指標１１８は、吸引制御バルブ３０が吸
引制御を行なうことを示すために例えば模様が付されたり、色分けなどされてボタン１１
４に装着されている。
【００４１】
　取付部１１０は、円筒状の取付部本体１２０と、凸部１２２と、隔壁１２４と、延出部
１２６と、突出部１２８と、リング状指掛部（引張部）１３０とを備えている。
【００４２】
　取付部本体１２０の内径は、シリンダ口金８６の第２のフランジ部８６ｂの外径と同等
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あるいは、このフランジ部８６ｂの外径よりもやや大径に形成されている。
【００４３】
　凸部１２２は、取付部本体１２０の下端部の内周面に、径方向内方に向かって全周にわ
たって突出された状態に形成されている。この凸部１２２の内径は、シリンダ口金８６の
第２のフランジ部８６ｂの外径よりも小さく形成されている。このため、この凸部１２２
は、フランジ部８６ｂを乗り越えて吸引シリンダ口金８６に装着可能である。フランジ部
８６ｂと凸部１２２との係合により、取付部本体１２０が吸引シリンダ８０から脱落する
ことが防止される。
【００４４】
　隔壁１２４は、取付部本体１２０に対して凸部１２２の上方に配設されている。この隔
壁１２４は、取付部本体１２０の径方向内方に向かって突出されている。このため、取付
部本体１２０を吸引シリンダ８０に装着したときに、吸引シリンダ８０の第２のフランジ
部８６ｂの上端面が隔壁１２４に突き当てられる。すなわち、隔壁１２４は、第２のフラ
ンジ部８６ｂ上に載置された状態にある。
【００４５】
　隔壁１２４の中央部分には、取付部本体１２０の軸方向上方に沿って延びた１対の延出
部１２６が形成されている。これら延出部１２６は、互いに対向する位置に形成されてい
る。また、これら延出部１２６に隣接する位置は、リーク開口部１３２として使用されて
いる。これら延出部１２６の上端部には、延出部１２６の内方に向かって突出したリング
状の突出部１２８が形成されている。
【００４６】
　この突出部１２８のリングの内周面は、中央にピストン１１２の後述するピストン軸部
１５０が貫通されるピストン貫通穴１２８ａである。このため、この突出部１２８には、
ピストン軸部１５０が摺動自在に嵌合され、ピストン１１２の後述する段差部１５２が突
出部１２８に対して下側から突き当てられる。すなわち、ピストン軸部１５０の段差部１
５２よりも下側部分の外径は、隔壁１２４の内径よりもやや小さく形成されている。
【００４７】
　この隔壁１２４の上端面は、筒状のバネ１１６の下端部を支持するバネ支持部である。
【００４８】
　図５（Ａ）および図５（Ｂ）に示すように、取付部本体１２０の上端部の外周には、取
付部本体１２０の外周よりも大きな内径を有するリング状の指掛部１３０が取付部本体１
２０に対して一体的に形成されている。この指掛部１３０は、取付部本体１２０の上端部
に対して２箇所連結された連結部１３０ａを備えている。これら連結部１３０ａの両側に
ある取付部本体１２０の上端部には、Ｖ字状溝部１３４（図４（Ａ）および図４（Ｂ）参
照）が形成されている。
【００４９】
　これら連結部１３０ａの両側の取付部本体１２０の外周の上端から下端にかけて第１の
薄肉部１３６ａが形成されている。第１の薄肉部１３６ａは、Ｖ字状溝部１３４から繋げ
られている。すなわち、第１の薄肉部１３６ａは、Ｖ字状溝部１３４に隣接した位置に形
成されている。
【００５０】
　図５（Ａ）および図５（Ｃ）に示すように、取付部本体１２０の中心軸に対して第１の
薄肉部１３６ａと対称の位置や隣接する位置などの複数の位置には、第２の薄肉部１３６
ｂが形成されている。これら第２の薄肉部１３６ｂは、取付部本体１２０の下端部にのみ
形成されている。これら第２の薄肉部１３６ｂは、第１の薄肉部１３６ａと協働して、取
付部本体１２０を上述したシリンダ口金８６に取り付け易いように、取付部本体１２０の
下端部を他の部分の肉厚よりも薄くして柔らかくしている。
【００５１】
　図５（Ｃ）に示すように、取付部本体１２０の上述した凸部１２２には、複数の位置で
切り欠かれた凸部切欠部１３８が形成されている。これら凸部切欠部１３８は、第１およ
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び第２の薄肉部１３６ａ，１３６ｂと対峙する凸部１２２の内周面に形成されている。
【００５２】
　図４（Ｂ）および図５（Ｂ）に示すように、突出部１２８のピストン貫通穴１２８ａに
は、回転規制突起１２８ｂが形成されている。この回転規制突起１２８ｂは、ピストン軸
部１５０に配設された後述する回転規制溝１５０ａ（図４（Ｂ）参照）に嵌合されている
。
【００５３】
　図４（Ｂ）および図５（Ｃ）に示すように、隔壁１２４の下面には、シリンダ８０に対
して取付部本体１２０を位置決めする位置決め突起１４２が形成されている。この位置決
め突起１４２は、吸引シリンダ８０の上端部に形成された位置決め溝８０ｃ（図４（Ｂ）
参照）に嵌合されている。このような位置決め突起１４２、位置決め溝８０ｃなどの回転
規制手段により、吸引制御バルブ３０の取付部本体１２０を操作部本体２４ａの吸引シリ
ンダ８０およびシリンダ口金８６に取り付ける際には、常に横穴１５４の開口部の一方が
側面の第２の開口部８０ｂに向けられる。
【００５４】
　なお、図５（Ｂ）に示すように、隔壁１２４の第１の薄肉部１３６ａの内周に位置する
部分には、貫通穴１４４が形成されている。このため、これら貫通穴１４４により、第１
の薄肉部１３６ａは、取付部本体１２０の中心軸に平行に同一の肉厚で形成されている。
【００５５】
　図４（Ａ）および図４（Ｂ）に示すように、ピストン１１２は、ピストン軸部１５０を
備えている。
【００５６】
　このピストン軸部１５０の外周面には、上端部側と下端部側とで外径を変化させる段差
部１５２が略中間部に形成されている。このピストン軸部１５０は、上端部側の径が下端
部側に比べて小さく形成されている。この段差部１５２の下側には、ピストン軸部１５０
の軸方向に対して直交する方向に横穴１５４が形成されている。ピストン軸部１５０の横
穴１５４から下端部側には、ピストン軸部１５０の軸方向に沿って縦穴１５６が形成され
ている。すなわち、ピストン軸部１５０の下端から横穴１５４の位置まで、縦穴１５６が
形成されている。
【００５７】
　図４（Ａ）に示すように、通常の状態（ボタン１１４が押圧されていない状態）では横
穴１５４は、吸引シリンダ８０の上端部に対して開口する位置に配設されている。上述し
た取付部１１０の延出部１２６に隣接したリーク開口部１３２は、この横穴１５４と同じ
側に形成されている。
【００５８】
　このピストン軸部１５０の上端部には、テーパ部１５８と、ピストン溝部１６０と、Ｕ
字状切欠部１６２ａとが形成されている。
【００５９】
　テーパ部１５８は、ピストン軸部１５０の上端部に形成されている。ピストン軸部１５
０のテーパ部１５８の下側には、リング状のピストン溝部１６０が形成されている。Ｕ字
状切欠部１６２ａは、ピストン軸部１５０の上端部に形成されている。
【００６０】
　ピストン軸部１５０の段差部１５２よりも上端部側には、ピストン軸部１５０の軸方向
に平行に互いに離隔する位置に１対の回転規制溝１５０ａが形成されている。この回転規
制溝１５０ａは、取付部本体１２０の突出部１２８の回転規制突起１２８ｂに対して摺動
可能である。
【００６１】
　ピストン軸部１５０の上端部には、ボタン１１４が装着されている。
【００６２】
　ボタン１１４の中央部には、ピストン軸部１５０の上端部を配設する孔が形成されてい
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る。この孔の内周面には、ピストン溝部１６０に嵌合可能なボタン凸部１７２（図４（Ａ
）参照）が形成されている。このボタン凸部１７２の下端部には、ボタン凸部１７２の下
面の一部を切り欠いたボタン凹部１７４（図４（Ｂ）参照）が形成されている。
【００６３】
　ボタン１１４の下端面は、円筒状のバネ１１６の上端部を支持するバネ支持部である。
【００６４】
　ボタン１１４の中央で、ピストン１１２の上端には、指標１１８が装着されている。
【００６５】
　この指標１１８は、上部が円盤状に形成されている。図４（Ａ）および図４（Ｂ）に示
すように、この指標１１８の下側の部分には、ピストン１１２のＵ字状切欠部１６２ａ（
図４（Ａ）参照）と同じ幅の指標固定部１８２（図４（Ｂ）参照）が形成されている。こ
の指標固定部１８２の中央には、Ｕ字状切欠部１６２ａに対して直交する方向に逆Ｕ字状
に形成された逆Ｕ字状切欠部１６２ｂが形成されている。指標固定部１８２の外周の下端
には、指標凸部（指標テーパ部）１８４が形成されている。この指標凸部１８４の上側に
は、指標溝部１８６が形成されている。
【００６６】
　ボタン１１４をピストン軸部１５０の上端部に押し付けると、ピストン軸部１５０のテ
ーパ部１５８がボタン凸部１７２に突き当てられる。このため、Ｕ字状切欠部１６２ａが
内側に撓み、テーパ部１５８がボタン凸部１７２を乗り越えてピストン溝部１６０がボタ
ン凸部１７２に嵌め込まれる。すなわち、スナップフィット構造によりボタン１１４と指
標１１８とが装着される。
【００６７】
　取付部１１０内の突出部１２８の外周には、バネ１１６が配置されている。このバネ１
１６の下端は隔壁１２４の上端面に支持されている（突き当てられている）。バネ１１６
の上端は、ボタン１１４の下端面に支持されている（突き当てられている）。このバネ１
１６は、若干圧縮された状態で配設されているので、上述した通常の状態ではピストン１
１２の段差部１５２を突出部１２８に突き当てるように、ピストン１１２をピストン軸部
１５０の上方に向かって付勢している。すなわち、バネ１１６は、ボタン１１４を取付部
本体１２０の隔壁１２４に対して離隔するように付勢している。
【００６８】
　指標１１８をボタン１１４に装着する場合、指標１１８の固定部１８２をピストン軸部
１５０のＵ字状切欠部１６２ａの向きに合わせて押し込む。このとき、指標１１８の逆Ｕ
字状切欠部１６２ｂが撓み、指標テーパ部１８４がボタン凸部１７２を乗り越えてボタン
凹部１７４に嵌まり込む。そうすると、ピストン１１２とボタン１１４と指標１１８とは
、Ｕ字状切欠部１６２ａと指標固定部１８２とボタン凹部１７４とにより互いに規制し合
うため、互いの位置が固定され、互いに対する回動が規制される。
【００６９】
　次に、このような吸引制御バルブ３０を組み立てる組み立て操作について説明する。
【００７０】
　取付部１１０のピストン貫通穴１２８ａにピストン１１２のピストン軸部１５０を下側
から挿通させる。この状態で取付部１１０の隔壁１２４の上にバネ１１６を載置する。
【００７１】
　ピストン軸部１５０の上端部に対してボタン１１４を装着する。これは、スナップフィ
ット構造であるので、ピストン軸部１５０にボタン１１４が装着されたことが容易に確認
される。このとき、バネ１１６はボタン１１４によって若干圧縮された状態にある。
【００７２】
　最後に、ボタン１１４の中央部に対して指標１１８を装着する。これはスナップフィッ
ト構造であるので、ボタン１１４に指標１１８が装着されたことが容易に確認される。
【００７３】
　このように吸引制御バルブ３０を組み立てた後、γ線あるいはＥＴＯ滅菌する。滅菌さ
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れた状態の吸引制御バルブ３０を滅菌した袋などに梱包する。
【００７４】
　内視鏡１２の使用時には、吸引制御バルブ３０をシリンダ口金８６に装着した状態で使
用する。
【００７５】
　この場合、吸引制御バルブ３０のピストン１１２をシリンダ８０の内周面に摺動可能な
状体に配置して、取付部本体１２０の凸部１２２をシリンダ口金８６の第１および第２の
フランジ部８６ｂの間に嵌合させる。このとき、取付部本体１２０は、ポリエチレン等の
樹脂材で形成されているので、容易に第２のフランジ部８６ｂを乗り越えて第１および第
２のフランジ部８６ａ，８６ｂ間に嵌め込まれる。
【００７６】
　このとき、第２の薄肉部１３６ｂが取付部本体１２０の下端部側に複数形成され、第２
の薄肉部１３６ｂがそれぞれ均等に弾性変形するので、同じ作用をする第１の薄肉部１３
６ａと協働して装着時に取付部本体１２０が破壊される可能性が低下される。すなわち、
第１および第２の薄肉部１３６ａ，１３６ｂにより、取付部本体１２０をシリンダ口金８
６に対して容易に安定して装着することができる。
【００７７】
　このようにして、内視鏡１２の使用時には、吸引制御バルブ３０が装着される。
【００７８】
　次に、このように装着された吸引制御バルブ３０の作用について説明する。
【００７９】
　下流側チャンネル６６の端部に装着された吸引ポンプ７６（図２参照）を作動させる。
吸引ビン７８、吸引チューブ６８内が減圧され、それに伴って下流側チャンネル６６も減
圧される。
【００８０】
　吸引制御バルブ３０のボタン１１４が押圧されていない状態では、図４（Ａ）に示すよ
うに、空気（外気）が取付部本体１２０の内周面とピストン軸部１５０との間、取付部本
体１２０のリーク開口部１３２、ピストン軸部１５０の横穴１５４、ピストン軸部１５０
の縦穴１５６を通して減圧された下流側チャンネル６６側に吸引される。このため、外気
からの空気は吸引ビン７８を経て吸引ポンプ７６に吸い込まれて吸引ポンプ７６の外側に
排出される。
【００８１】
　一方、上流側チャンネル６２の基端部は、ピストン軸部１５０の横穴１５４の下側の下
端部の外周面によって、第１の開口部８０ａとピストン軸部１５０の内部との連通が遮断
されているため、上流側チャンネル６２が減圧されることはなく、上流側チャンネル６２
の先端（図２参照）には、吸引力は働かない。
【００８２】
　次に、吸引制御バルブ３０を用いて上流側チャンネル６２の先端で生体組織や体液、薬
液等の吸引を行なう場合について説明する。
【００８３】
　吸引制御バルブ３０のボタン１１４を押圧すると、図６に示すように、取付部本体１２
０の内周面とピストン軸部１５０との間を流れていた空気（外気）の流れがピストン軸部
１５０の外周面とシリンダ８０の内周面とにより遮断される。
【００８４】
　一方、上流側チャンネル６２の基端部は、ピストン軸部１５０の横穴１５４に連通され
る。このため、上流側チャンネル６２内の空気がピストン軸部１５０の横穴１５４、ピス
トン軸部１５０の縦穴１５６を通して減圧された下流側チャンネル６６側に吸引される。
【００８５】
　そうすると、生体組織や体液、薬液等が挿入部２２の先端硬質部２２ｃから上流側チャ
ンネル６２、シリンダ８０の第２の開口部８０ｂ、ピストン軸部１５０の横穴、ピストン



(12) JP 4583915 B2 2010.11.17

10

20

30

40

50

軸部１５０の縦穴１５６を通して減圧された下流側チャンネル６６側に吸引される。
【００８６】
　このとき、生体組織や体液、薬液等は吸引ビン７８内に貯留され、同時に吸引された空
気や他の気体は吸引ポンプ７６に吸引されて排出される。
【００８７】
　内視鏡１２を用いて各種の処置を行なってこのような吸引操作を行なった後、吸引制御
バルブ３０をシリンダ口金８６から取り外す。
【００８８】
　この場合、まず、図７に示す状態から、図８に示すように、リング状指掛部１３０に指
をかけてリング状指掛部１３０を持ち上げる。
【００８９】
　図９に示すように、さらにリング状指掛部１３０を引くと、Ｖ字状溝部１３４の先端に
応力が集中する。このため、このＶ字状溝部１３４に繋げられた第１の薄肉部１３６ａ内
で次第にＶ字状溝部１３４の切り欠きが成長する。
【００９０】
　そうすると、最終的には、図１０に示すように、第１の薄肉部１３６ａが破断される。
このため、リング状指掛部１３０が取付部本体１２０から分離される。
【００９１】
　この状態では、取付部本体１２０は、構造体としての強度のバランスが崩されている。
このため、図１１に示すように、取付部本体１２０の上端部に対して取付部本体１２０の
径方向内方（図１１中の矢印α方向）に力を加えると、取付部本体１２０の凸部１２２と
第１および第２のフランジ部８６ａ，８６ｂとの間の嵌合状態が解除される。この状態で
図１１中の矢印β方向に力を加えると、吸引制御バルブ３０が吸引シリンダ８０および吸
引シリンダ口金８６に対して容易に取り外せる。
【００９２】
　取り外した吸引制御バルブ３０は、洗滌および滅菌したとしても取付部本体１２０が破
壊されているので、次回の使用に耐えないので廃棄する。
【００９３】
　次に、図１２および図１３を用いて吸引シリンダ８０、上流側吸引チャンネル６２およ
び下流側吸引チャンネル６６を後述するブラシ１９９（図１４参照）を用いて洗滌すると
きに吸引シリンダ口金８６に装着して使用される取付板１９０について説明する。
【００９４】
　図１２（Ａ）、図１２（Ｂ）、図１３（Ａ）および図１３（Ｂ）に示すように、取付板
１９０は、取付板本体（保護板本体）１９０ａと、ブラシガイド部（洗滌具ガイド部）１
９０ｂとを備えている。取付板本体１９０ａは、把持部１９２とシリンダ取付部１９４と
を備えている。把持部１９２およびシリンダ取付部１９４は、例えばポリプロピレンなど
の樹脂材で一体的に成型されている。このうち、把持部１９２は、取付板本体１９０ａの
一端部に配設され、シリンダ取付部１９４は取付板本体１９０ａの他端部に配設されてい
る。
【００９５】
　シリンダ取付部１９４には、ブラシガイド部１９０ｂが配設された略円形状の開口部１
９４ａが形成されている。このシリンダ取付部１９４は、さらに、シリンダ口金８６に係
脱される係合部１９４ｂを備えている。この係合部１９４ｂは、開口部１９４ａの縁部か
ら取付板本体１９０ａの下面側に延出された複数の延出部１９５ａと、これら延出部１９
５ａの下端部からそれぞれ径方向内方側に突出された爪部１９５ｂとを備えている。延出
部１９５ａは、取付板１９０がシリンダ口金８６に装着されるときに、シリンダ口金８６
の第１および第２のフランジ部８６ａ，８６ｂを取り囲むように円周状に配設されている
。このため、爪部１９５ｂも円周状に配設されている。
【００９６】
　これら係合部１９４ｂは、例えばポリプロピレンなどの樹脂材で形成されているので弾
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性変形可能である。このため、係合部１９４ｂの爪部１９５ｂは、シリンダ口金８６の第
１および第２のフランジ部８６ａ，８６ｂ間に係脱可能である。すなわち、この取付板１
９０は、シリンダ口金８６に対してスナップフィット構造により係脱可能である。
【００９７】
　シリンダ取付部１９４の上面には、開口部１９４ａの縁部から中心部側に向かって延出
された１対の固定延部１９４ｃが形成されている。これら固定延部１９４ｃは、シリンダ
取付部１９４の延出部１９５ａの上端部との間に溝１９４ｄが形成されている。この溝１
９４ｄには、ブラシガイド部１９０ｂの縁部が配設されている。このため、ブラシガイド
部１９０ｂは、シリンダ取付部１９４の固定延部１９４ｃと延出部１９５ａの上端部との
間に挟持された状態で取り付けられている。
【００９８】
　このブラシガイド部１９０ｂは、例えばステンレス鋼などの金属材や、ＰＴＦＥなどの
滑り性の高い樹脂材で形成されている。このブラシガイド部１９０ｂは、取付板本体１９
０ａに対して上面側が広く、下面側が狭いテーパ状の傾斜部１９６ａと、シリンダ取付部
１９４の開口部１９４ａの中心軸上に開口されたブラシ挿通孔１９６ｂとを備えている。
このブラシ挿通孔１９６ｂの内径は、ブラシ１９９の太さなどによって適宜に変更可能で
ある。
【００９９】
　取付板本体１９０ａの把持部１９２は、取付板１９０を把持したときに滑ることを防止
する滑り止め１９２ａを備えている。この把持部１９２は、滑り止め１９２ａに隣接する
取付板本体１９０ａの一端に取付板１９０をシリンダ口金８６から取り外すときに力を加
える力点部１９２ｂをさらに備えている。この力点部１９２ｂは、取付板本体１９０ａの
中央や他端部に対してやや斜め上方に屈曲されている。このため、この力点部１９２ｂに
図１２（Ｂ）中の下方への力が加えられると、弾性力が取付板本体１９０ａの他端部に伝
達されて爪部１９５ｂの係合を解除する方向（図１２（Ｂ）中の上方）に力が加えられる
。
【０１００】
　なお、上記説明では、把持部１９２とシリンダ取付部１９４とを一体的に形成したこと
について説明したが、把持部１９２およびシリンダ取付部１９４に加えて、さらにブラシ
ガイド部１９０ｂも一体的に形成しても良い。この場合、ブラシガイド部１９０ｂは、樹
脂材で形成される。
【０１０１】
　次に、このような取付板１９０の作用について説明する。
【０１０２】
　上述したように吸引制御バルブ３０を吸引シリンダ口金８６に対して取り外した後、吸
引シリンダ８０、上流側吸引チャンネル６２および下流側吸引チャンネル６６に対して洗
滌を行なう。この場合、図１４に示すブラシ１９９を使用する。ブラシ１９９で吸引シリ
ンダ８０、上流側吸引チャンネル６２および下流側吸引チャンネル６６を洗滌する場合、
取付板１９０を吸引シリンダ口金８６に装着する。
【０１０３】
　取付板１９０の把持部１９２を把持した状態で、取付板１９０のシリンダ取付部１９４
の爪部１９５ｂを吸引シリンダ口金８６の第１および第２のフランジ部８６ａ，８６ｂの
間に弾性変形により嵌め込む。
【０１０４】
　この状態では、吸引シリンダ８０の開口部１９４ａ上に、取付板１９０のブラシガイド
部１９０ｂが配設されている。すなわち、吸引シリンダ８０の上端部の縁部上には、ブラ
シガイド部１９０ｂが配設されている。
【０１０５】
　ところで、ブラシガイド部１９０ｂに挿入されるブラシ（洗滌具）１９９は、可撓性を
有するコイルで形成された挿入部１９９ａと、この挿入部１９９ａの先端部に設けられた
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ブラシ部１９９ｂと、挿入部１９９ａの基端部に設けられた操作部１９９ｃとを備えてい
る。
【０１０６】
　ブラシ１９９のブラシ部１９９ｂおよびコイルで形成された挿入部１９９ａを取付板１
９０のブラシガイド部１９０ｂから吸引シリンダ８０の内部に挿入する。この状態で、ブ
ラシ１９９のコイルで形成された挿入部１９９ａを取付板１９０のブラシガイド部１９０
ｂに摺動させながらブラシ部１９９ｂで吸引シリンダ８０、上流側吸引チャンネル６２お
よび下流側吸引チャンネル６６内を洗滌する。
【０１０７】
　この場合、ブラシガイド部１９０ｂにより、吸引シリンダ８０の上端部の縁部がブラシ
１９９の挿入部１９９ａに対して摺動されることがないので、吸引シリンダ８０の上端部
の縁部がブラシ１９９の挿入部１９９ａによって摩耗する、すなわち削られることが防止
される。
【０１０８】
　吸引シリンダ８０、上流側吸引チャンネル６２および下流側吸引チャンネル６６内をそ
れぞれブラシ部１９９ｂによって洗滌した後、取付板１９０を吸引シリンダ口金８６から
取り外す。この場合、把持部１９２を把持して吸引シリンダ口金８６に対して引っ張る。
そうすると、シリンダ取付部１９４の爪部１９５ｂが弾性変形して広げられて、吸引シリ
ンダ口金８６から取り外される。すなわち、取付板１９０は、把持部１９２を上方に捲り
上げられることによって、吸引シリンダ口金８６の第１および第２のフランジ部８６ａ，
８６ｂ間から容易に取り外すことができる。
【０１０９】
　なお、吸引シリンダ８０の上端部の縁部や、吸引シリンダ口金８６は、さらにブラシ部
１９９ｂで洗滌を行なう。この場合、挿入部１９９ａが吸引シリンダ口金８６に接触する
ことがないので、吸引シリンダ８０が削られることが防止される。
【０１１０】
　以上説明したように、この実施の形態に係る内視鏡１２の吸引制御バルブ３０によれば
、以下の効果が得られる。
【０１１１】
　吸引制御バルブ３０の取付部本体１２０の下端部に第２の薄肉部１３６ｂが複数形成さ
れているので、吸引制御バルブ３０を吸引シリンダ８０および吸引シリンダ口金８６に装
着する際に、第１の薄肉部１３６ａと協働して取付部本体１２０を略均等に弾性変形させ
ることができる。このため、装着時に取付部本体１２０が破壊される可能性を低下させる
ことができ、吸引制御バルブ３０を吸引シリンダ８０および吸引シリンダ口金８６に対し
て安定して装着することができる。
【０１１２】
　また、吸引制御バルブ３０の部材の大部分は樹脂材により形成されているので、部品を
大量生産するのに適している。このため、吸引制御バルブ３０を安価に生産することがで
きる。また、部品点数が少なくスナップフィット方式により容易に組み立てることができ
る。したがって、自動機械により、吸引制御バルブ３０を容易に組み立てることができる
。
【０１１３】
　また、内視鏡１２の使用後、吸引制御バルブ３０を操作部２４から取り外してチャンネ
ル内を洗滌する。この実施の形態で説明した吸引制御バルブ３０を取り外す場合、破壊す
る必要がある。このため、この実施の形態で説明した吸引制御バルブ３０は、使い捨て品
として使用することができる。このとき、次回に吸引制御バルブ３０を使用する場合、新
品の吸引制御バルブ３０を使用するので、汚物が付着したまま使用される心配がなく、衛
生的である。
【０１１４】
　仮に、使用後に破壊した吸引制御バルブ３０を使用しようとすると、取付部本体１２０
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をシリンダ口金８６に対して安定して装着することができない。このため、万が一誤装着
されても、術者が点検時に使用後（破壊後）の吸引制御バルブ３０であることを容易に認
識することができる。したがって、吸引制御バルブ３０が使用済みであるなどの誤装着の
場合、その吸引制御バルブ３０の使用を停止することができる。
【０１１５】
　また、オートクレーブ等の滅菌に要する光熱費や滅菌に使う薬液等の費用、およびそれ
らの作業に要する人件費等を節約することができるので、結果的にランニングコストを低
く抑えることができる。
【０１１６】
　また、吸引制御バルブ３０の取付部本体１２０の破壊操作は、リング状指掛部１３０に
指を掛けて引くだけで破壊させることができ、かつ、取付部本体１２０の凸部１２２の一
部はシリンダ口金８６の第１および第２のフランジ部８６ａ，８６ｂに係合され、さらに
、吸引シリンダ８０の内部にピストン１１２の下端部が配設されているので、吸引シリン
ダ８０から不用意に脱落することを防止することができる。
【０１１７】
　以上説明したように、この実施の形態によれば、吸引制御バルブ３０を安価に構成して
使い捨て品として、使用することができる。また、吸引制御バルブ３０の内視鏡１２に対
する着脱操作を容易に行なうことができるとともに、誤操作、誤装着を防止することがで
きる。
【０１１８】
　また、吸引シリンダ８０、上流側吸引チャンネル６２および下流側吸引チャンネル６６
をブラシ１９９を用いて洗滌する場合、取付板１９０を用いることができる。この場合、
ブラシ１９９の挿入部１９９ａが取付板１９０のブラシガイド部１９０ｂに当接されるが
、吸引シリンダ８０の上端部の縁部に接触することがないので、吸引シリンダ８０の上端
部が摩耗して削られることを防止することができる。したがって、吸引制御バルブ３０を
押圧して上流側吸引チャンネル６２側から吸引を行なう場合であっても、空気の漏れが防
止されるので、良好な吸引性能を長く維持することができる。
【０１１９】
　次に、第２の実施の形態について図１５ないし図２０を用いて説明する。この実施の形
態は、第１の実施の形態の変形例であって、第１の実施の形態に係る吸引制御バルブ３０
と同一の部材には同一の符号を付し、詳しい説明を省略する。
【０１２０】
　第１の実施の形態に係る吸引制御バルブ３０と、この実施の形態に係る吸引制御バルブ
３０とは、取付部１１０の構造のみが異なる。
【０１２１】
　図１５に示すように、この実施の形態に係る吸引制御バルブ３０は、第１の実施の形態
で説明したように、取付部１１０と、ピストン１１２と、ボタン１１４と、バネ１１６と
、指標１１８とを備えている。
【０１２２】
　取付部１１０は、円筒状の取付部本体２２０と、凸部１２２と、隔壁１２４と、延出部
１２６と、突出部１２８と、リング状指掛部２３０とを備えている。
【０１２３】
　図１５、図１６（Ａ）、図１７（Ａ）および図１７（Ｄ）に示すように、この取付部本
体２２０の下端部には、半周分だけ取付部本体２２０の外周面よりもさらに外側に突出し
たハーフリング部２２４が形成されている。図１７（Ｄ）に示すように、このハーフリン
グ部２２４の両端部は、取付部本体２２０の外周面に連結部２２６によって連結されてい
る。
【０１２４】
　図１６（Ａ）、図１６（Ｂ）、図１７（Ｃ）および図１７（Ｄ）に示すように、取付部
本体２２０の下端部の内周面には、凸部１２２が形成されている。このため、第１の実施
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の形態と同様に、第１および第２のフランジ部８６ａ，８６ｂと係合して装着状態が維持
される。
【０１２５】
　図１５および図１７（Ｂ）に示すように、リング状指掛部２３０は、取付部本体２２０
の上端部の外周に配設されている。この指掛部２３０は、取付部本体２２０の外側で取付
部本体２２０の軸方向に平行に延出された縦方向連結部２３０ａに連結されている。この
縦方向連結部２３０ａの下端部には、上述したハーフリング部２２４の略中央部が一体的
に形成されている。
【０１２６】
　図１７（Ｃ）に示すように、取付部本体２２０の下端部には、取付部本体２２０の周方
向に沿って薄肉に形成された横方向薄肉部２３２が形成されている。この横方向薄肉部２
３２は、ハーフリング部２２４や凸部１２２よりも上側に形成されているが、隔壁１２４
よりも下側に形成されている。この横方向薄肉部２３２は、指掛部２３０の縦方向連結部
２３０ａからハーフリング部２２４の周方向に沿って連結部２２６まで形成されている。
【０１２７】
　図１７（Ａ）および図１７（Ｃ）に示すように、横方向薄肉部２３２の連結部２２６側
には、切欠穴２３４が形成されている。
【０１２８】
　図１７（Ｃ）および図１７（Ｄ）に示すように、第１の実施の形態と同様に、凸部１２
２には、凸部切欠部１３８が形成されている。図１７（Ｃ）に示すように、凸部切欠部１
３８は、切欠穴２３４と対峙する位置にも形成されている。
【０１２９】
　図１７（Ｄ）に示すように、縦方向連結部２３０ａの近傍の取付部本体２２０の外周に
は、Ｖ字状溝部を有する薄肉部２３６が形成されている。これら薄肉部２３６は、取付部
本体２２０の中心軸に対して対称となる位置に形成されている。凸部切欠部１３８は、薄
肉部２３６と対峙する位置にも形成されている。
【０１３０】
　次に、この実施の形態に係る吸引制御バルブ３０の作用について説明する。
【０１３１】
　ここでは、内視鏡１２を用いて各種の処置を行なった後、吸引制御バルブ３０をシリン
ダ口金８６から取り外す際の作用について説明する。吸引制御バルブ３０を組み立てる組
み立て手順および吸引制御バルブ３０を用いて所望の吸引を行なう作用は、第１の実施の
形態と同様であるので、説明を省略する。
【０１３２】
　この場合、まず、図１８に示す状態から、図１９に示すように、リング状指掛部２３０
に指をかけてリング状指掛部２３０を持ち上げる。
【０１３３】
　図２０（Ａ）に示すように、さらにリング状指掛部２３０を引くと、縦方向連結部２３
０ａからハーフリング部２２４に荷重が伝達される。このため、連結部２２６が図２０（
Ａ）中の矢印γ方向に引っ張られる。
【０１３４】
　同時に、取付部本体２２０の中心軸に対して外周方向に連結部２２６が広がり、切欠穴
２３４（図１７（Ａ）および図１７（Ｃ）参照）から破壊が進行する。そうすると、凸部
１２２が内周側から外周側に捲り上げられる。
【０１３５】
　さらに破壊が進行すると、横方向薄肉部２３２にせん断力が加えられて、図２０（Ｂ）
に示すように、凸部１２２のほぼ全てが外周側に捲り上げられる。
【０１３６】
　この状態では、広範囲に取付部本体２２０の凸部１２２とシリンダ口金８６の第１およ
び第２のフランジ部８６ａ，８６ｂとの係合が解除されるので、容易に取付部本体２２０



(17) JP 4583915 B2 2010.11.17

10

20

30

40

50

と吸引シリンダ口金８６との嵌合が解除される。この状態で図２０（Ｂ）中の矢印δ方向
に力を加えると、吸引制御バルブ３０が吸引シリンダ８０および吸引シリンダ口金８６に
対して容易に取り外せる。
【０１３７】
　取り外した吸引制御バルブ３０は、洗滌および滅菌したとしても取付部本体２２０が破
壊されているので、次回の使用に耐えないので廃棄する。
【０１３８】
　以上説明したように、この実施の形態に係る内視鏡１２の吸引制御バルブ３０によれば
、以下の効果が得られる。
【０１３９】
　吸引制御バルブ３０を内視鏡１２の操作部２４から取り外すときに、取付部本体２２０
の下端部に設けられた凸部１２２を広範囲にわたって破壊（係合を解除）することができ
る。そうすると、取付部本体２２０の凸部１２２とシリンダ口金８６の第１および第２の
フランジ部８６ａ，８６ｂとの間の係合を容易に解除することができるので、吸引制御バ
ルブ３０を内視鏡１２の操作部２４から容易に取り外すことができる。
【０１４０】
　また、リング状の指掛部２３０は、縦方向連結部２３０ａによって取付部本体２２０か
ら位置をずらし易く、指を掛けやすいので、破壊操作に必要な力を容易に負荷することが
できる。
【０１４１】
　上述した第１および第２の実施の形態では、吸引管路６０の吸引シリンダ口金８６に装
着される吸引制御ボタン３０について説明したが、内視鏡１２には、吸引制御ボタン３０
が接続される吸引管路６０以外にも複数の管路が存在する。例えば、検査対象物に液体を
噴出させる副送水管路や、鉗子起上に関する起上操作ワイヤ管路である。以下、第３ない
し第６の実施の形態では、これらの管路について説明する。
【０１４２】
　次に、第３の実施の形態について図２１および図２２を用いて説明する。この実施の形
態は第１および第２の実施の形態の変形例であって、第１および第２の実施の形態で説明
した部材と同一の部材には同一の符号を付し、詳しい説明を省略する。
【０１４３】
　例えば大腸に対して使用される内視鏡（ここでは、第１の実施の形態と同様に符号１２
を付す）には、図２１に示す副送水管路３６０を備えているものがある。図２１に示すよ
うに、この副送水管路３６０の先端は、挿入部２２の先端の先端硬質部２２ｃに配設され
ている。この副送水管路３６０の基端は、ユニバーサルコード２６のコネクタ４４に配設
されている。このため、副送水管路３６０は、挿入部２２、操作部２４およびユニバーサ
ルコード２６に挿通されている。
【０１４４】
　図２２（Ａ）に示すように、コネクタ４４は、コネクタ本体４４ａと、折れ止め部４４
ｂとを備えている。
【０１４５】
　コネクタ本体４４ａは、副送水管路ケーシング３４４を備えている。このケーシング３
４４には、副送水管路開口部ガード３４４ａと、副送水管路開口口金３４４ｂとが隣接し
た状態に配設されている。
【０１４６】
　副送水管路開口部ガード３４４ａは、副送水管路ケーシング３４４から外方に突出した
、例えば硬質のプラスチック材で形成されている。この副送水管路開口部ガード３４４ａ
の突出量は、副送水管路開口口金３４４ｂに対して大きい。このため、副送水管路ケーシ
ング３４４に対して外方から物体が衝突する際に、副送水管路開口口金３４４ｂに隣接し
た副送水管路開口部ガード３４４ａに先に衝突するので、副送水管路開口口金３４４ｂに
物体が衝突することが防止される、または、衝突の衝撃が和らげられた状態で衝突される
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。このため、副送水管路開口口金３４４ｂが破損することが防止される。
【０１４７】
　この口金３４４ｂには、ネジが切られており、図示しないシリンジなどを着脱可能に螺
着可能である。この口金３４４ｂには、例えば白色などに着色されたキャップ３４４ｃの
一端が装着されている。このキャップ３４４ｃは、一端が口金３４４ｂの基部に係合され
、他端が口金３４４ｂの蓋部であり、これら一端と他端の間は、可撓性を有する腕部によ
って形成されている。このキャップ３４４ｃは、例えばシリコーンゴム材などにより形成
されているので、容易に変形可能である。
【０１４８】
　この口金３４４ｂに隣接する位置には、表示手段としてラベル部３９０が形成されてい
る。すなわち、副送水管路ケーシング３４４には、ラベル部３９０が形成されている。こ
のラベル部３９０には、例えば図２２（Ｂ）に示すように、開口部口金３４４ｂの名称、
洗滌消毒を促す内容の表記などの文字や、記号が表記されている。この場合、ラベル部３
９０は、副送水管路ケーシング３４４に貼り付けられるシールなどに対する印刷や、副送
水管路ケーシング３４４自体に対する成型や副送水管路ケーシング３４４に対するペイン
トなどにより表示されている。
【０１４９】
　このようなラベル部３９０には、図２２（Ｂ）に示すように、一例として、「Ａｕｘｉ
ｌｉａｒｙ　Ｗａｔｅｒ　Ｉｎｌｅｔ」や、「ＲＥＰＲＯＣＥＳＳ　ＣＨＡＮＮＥＬＳ　
ＡＦＴＥＲ　ＥＶＥＲＹ　ＰＲＯＣＥＤＵＲＥ」などの文字や、注意を喚起する記号が付
されている。なお、このラベル部３９０の文字や略号、記号などは、使用者が認識しやす
いように、内視鏡１２のコネクタ４４の副送水管路ケーシング３４４の色である黒色や灰
色と異なる色である、例えば白色や赤色、黄色などに着色されていることが好適である。
【０１５０】
　口金３４４ｂの名称として、図２２（Ｂ）中に示した「Ａｕｘｉｌｉａｒｙ　Ｗａｔｅ
ｒ　Ｉｎｌｅｔ」の他に、「副送水チューブ取付口金」としても良い。すなわち、このよ
うな表記は、内視鏡１２を使用する国ごとに、その国で使用される言語等に合わせて適宜
に変更可能である。
【０１５１】
　また、開口部口金３４４ｂの名称として「Ａｕｘｉｌｉａｒｙ　Ｗａｔｅｒ　Ｃｈａｎ
ｎｅｌ」や「副送水管路」や「副送水チャンネル」としても良い。さらに、副送水管路３
６０に対する洗滌消毒を促す内容の表記として、「ＲＥＰＲＯＣＥＳＳ　ＣＨＡＮＮＥＬ
Ｓ　ＡＦＴＥＲ　ＥＶＥＲＹ　ＰＲＯＣＥＤＵＲＥ」の他に、「ＲＥＰＲＯＣＥＳＳ」と
しても良い。開口部口金３４４ｂには、「Ａｕｘｉｌｉａｒｙ　Ｗａｔｅｒ　Ｉｎｌｅｔ
」の略号である「Ａ．Ｕ．Ｘ」を用いても良い。これらの表記は、適宜に選択可能である
。
【０１５２】
　次に、この実施の形態に係るラベル部３９０の作用について主に説明する。
【０１５３】
　内視鏡１２の使用時に、挿入部２２の先端から患部に対して送液して、その患部を確認
したい場合がある。この場合、副送水管路開口口金３４４ｂに図示しないシリンジを装着
して、例えば水や薬液を副送水管路３６０に流す。すなわち、コネクタ４４、ユニバーサ
ルコード２６、操作部２４および挿入部２２を介して挿入部２２の先端硬質部２２ｃから
水や薬液を吐出させる。このため、患部が洗滌などされて、確認される。
【０１５４】
　内視鏡１２を用いた全ての処置が終了した後、この内視鏡１２を洗滌する。副送水管路
３６０の特に先端側は水や薬液等の吐出による体液や血液等の跳ね返りなどによって汚さ
れている。
【０１５５】
　内視鏡１２のコネクタ４４の副送水管路ケーシング３４４のラベル部３９０には、副送
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水管路３６０がそこにあり、かつ、使用後に洗滌が必要な旨である「ＲＥＰＲＯＣＥＳＳ
　ＣＨＡＮＮＥＬＳ　ＡＦＴＥＲ　ＥＶＥＲＹ　ＰＲＯＣＥＤＵＲＥ」や、そのような注
意を喚起する記号が表記されている。このため、第１の実施の形態で説明したように、吸
引管路６０である、上流側吸引チャンネル６２、吸引シリンダ８０、および下流側吸引チ
ャンネル６６が洗滌されるとともに、副送水管路３６０も内視鏡１２の洗滌担当者が洗滌
する必要があることが容易に認識される。
【０１５６】
　このため、吸引管路６０だけでなく、副送水管路３６０に対しても、その内視鏡１２の
洗滌担当者が洗滌を行なうことが必要であるといった認識が生じる。そうすると、副送水
管路３６０に対しても、確実に洗滌が行なわれる。
【０１５７】
　以上説明したように、この実施の形態に係る内視鏡１２によれば、以下の効果が得られ
る。
【０１５８】
　副送水管路３６０を設けた内視鏡１２のコネクタ４４に副送水管路開口口金３４４ｂを
設け、この口金３４４ｂの近傍にラベル部３９０を設けた。また、口金３４４ｂに装着し
たキャップ３４４ｃにコネクタ４４に対して容易に認識可能な色を着色した。したがって
、洗滌担当者に対して、キャップ３４４ｃの位置に副送水管路３６０の口金３４４ｂがあ
ることが認識され、かつ、その口金３４４ｂに隣接する位置に使用後に洗滌が必要な旨が
表記されているので、これから洗滌を行なう内視鏡１２がどのような種類であるかを調べ
ることなく、副送水管路３６０に対しても洗滌を行なうように喚起することができる。ま
た、副送水管路３６０の口金３４４ｂに装着されたキャップ３４４ｃは、他の部分に対し
て認識しやすい色に着色されているので、副送水管路３６０の口金３４４ｂがそこにある
ことを洗滌担当者が容易に認識することができる。したがって、洗滌担当者に対して、内
視鏡１２の種類をいちいち調べる必要なく、副送水管路３６０を確実に洗滌させることが
できる。
【０１５９】
　また、副送水管路開口口金３４４ｂに隣接する位置に、副送水管路開口部ガード３４４
ａを配設したので、副送水管路ケーシング３４４に対して物体が衝突しようとするときに
、先に開口部ガード３４４ａに衝突させ、開口口金３４４ｂに衝突することを防止する、
または、衝突の衝撃を和らげた状態で衝突させることができるので、開口口金３４４ｂが
破損することを防止することができる。
【０１６０】
　なお、この実施の形態では、副送水管路３６０の口金３４４ｂに着脱可能なキャップ３
４４ｃを白色であるとして説明したが、例えば赤、青、黄、緑など、洗滌担当者がその副
送水管路開口口金３４４ｂが存在していることを容易に認識することができれば良い。す
なわち、このようなキャップ３４４ｃの色は、内視鏡１２のコネクタ４４の色に基づいて
、適宜に変更可能である。
【０１６１】
　また、この実施の形態では、副送水管路開口口金３４４ｂに装着されるキャップ３４４
ｃが着色されていることについて説明したが、さらに、口金３４４ｂの縁部自体にＯリン
グ状などの形態によって、口金３４４ｂが洗滌担当者によって容易に認識されるようにす
ることも好適である。このような口金３４４ｂの縁部は、例えば赤、青、黄、緑など、洗
滌担当者がその副送水管路開口口金３４４ｂが存在していることを容易に認識することが
できるように着色されていることが好適である。
【０１６２】
　次に、第４の実施の形態について図２３および図２４を用いて説明する。この実施の形
態は、第３の実施の形態の変形例であって、第１ないし第３の実施の形態で用いた部材と
同一の部材には同一の符号を付し、詳しい説明を省略する。
【０１６３】
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　例えば大腸に対して使用される内視鏡には、図２３に示す副送水管路４６０を備えてい
るものがある。図２３に示すように、この副送水管路４６０の先端は、挿入部２２の先端
の先端硬質部２２ｃに配設されている。この副送水管路４６０の基端は、操作部２４のグ
リップ２４ｂに配設されている。このため、副送水管路４６０は、挿入部２２および操作
部２４のグリップ２４ｂに挿通されている。
【０１６４】
　図２４（Ａ）および図２４（Ｂ）に示すように、操作部２４のグリップ２４ｂには、副
送水管路開口口金４４４が配設されている。この口金４４４には、図示しないシリンジな
どを着脱可能である。
【０１６５】
　この口金４４４の縁部４４４ａ（図２３参照）は、操作部２４のグリップ２４ｂとは異
なる、例えば白、赤、黄、緑などに着色されている。
【０１６６】
　この口金４４４に隣接する位置には、表示手段としてラベル部４９０が形成されている
。すなわち、グリップ２４ｂには、ラベル部４９０が形成されている。このラベル部４９
０には、例えば図２４（Ｃ）に示すように、開口部口金４４４の名称、洗滌消毒を促す内
容の表記などの文字や、記号が表記されている。この場合、ラベル部４９０は、グリップ
２４ｂに貼り付けられるシールなどに対する印刷や、グリップ２４ｂ自体に対する成型や
グリップ２４ｂに対するペイントなどにより表示されている。
【０１６７】
　このようなラベル部４９０には、一例として、図２４（Ｃ）に示すように、このラベル
部４９０には、「Ａｕｘｉｌｉａｒｙ　Ｗａｔｅｒ　Ｉｎｌｅｔ」や、「ＲＥＰＲＯＣＥ
ＳＳ　ＣＨＡＮＮＥＬＳ　ＡＦＴＥＲ　ＥＶＥＲＹ　ＰＲＯＣＥＤＵＲＥ」などの文字や
、注意を喚起する記号が付されている。なお、このラベル部４９０の文字や略号、記号な
どは、使用者が認識しやすいように、内視鏡１２の操作部２４のグリップ２４ｂの黒色や
灰色と異なる色である、例えば白色や赤色、黄色などに着色されていることが好適である
。
【０１６８】
　口金４４４の名称として、図２４（Ｃ）中に示した「Ａｕｘｉｌｉａｒｙ　Ｗａｔｅｒ
　Ｉｎｌｅｔ」の他に、「副送水チューブ取付口金」としても良い。また、開口部口金４
４４の名称として「Ａｕｘｉｌｉａｒｙ　Ｗａｔｅｒ　Ｃｈａｎｎｅｌ」や「副送水管路
」や「副送水チャンネル」としても良い。さらに、副送水管路４６０に対する洗滌消毒を
促す内容の表記として、「ＲＥＰＲＯＣＥＳＳ　ＣＨＡＮＮＥＬＳ　ＡＦＴＥＲ　ＥＶＥ
ＲＹ　ＰＲＯＣＥＤＵＲＥ」の他に、「ＲＥＰＲＯＣＥＳＳ」としても良い。口金４４４
には、「Ａｕｘｉｌｉａｒｙ　Ｗａｔｅｒ　Ｉｎｌｅｔ」の略号である「Ａ．Ｕ．Ｘ」を
用いても良い。これらの表記は、適宜に選択可能である。
【０１６９】
　この実施の形態に係る副送水管路４６０およびラベル部４９０の作用および効果は、第
３の実施の形態に係る副送水管路３６０およびラベル部３９０の作用および効果と同一で
あるので、説明を省略する。
【０１７０】
　なお、この実施の形態では、口金４４４の縁部に着色することについて説明したが、例
えば、口金４４４の基部の縁部をグリップ２４ｂに対して認識し易い色に着色することも
好適である。
【０１７１】
　次に、第５の実施の形態について図２５および図２６を用いて説明する。この実施の形
態は、第４の実施の形態の変形例であって、第１ないし第４の実施の形態で用いた部材と
同一の部材には同一の符号を付し、詳しい説明を省略する。
【０１７２】
　例えば大腸に対して使用される内視鏡には、図２５に示す副送水管路５６０を備えてい
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るものがある。図２５に示すように、この副送水管路５６０の先端は、挿入部２２の先端
の先端硬質部２２ｃに配設されている。この副送水管路５６０の基端は、操作部２４の操
作部本体２４ａに配設されている。このため、副送水管路５６０は、挿入部２２および操
作部２４に挿通されている。
【０１７３】
　図２６に示すように、操作部２４の操作部本体２４ａには、副送水管路開口口金５４４
が配設されている。この口金５４４には、図示しないシリンジなどを着脱可能である。こ
の口金５４４には、例えば白色などに着色されたキャップ３４４ｃの一端が装着されてい
る。このキャップ３４４ｃは、一端が口金５４４の基部に係合され、他端が口金５４４の
蓋部であり、これら一端と他端の間は、可撓性を有する腕部によって形成されている。こ
のキャップ３４４ｃは、例えばシリコーンゴム材などにより形成されているので、容易に
変形可能である。このキャップ３４４ｃは、例えば白や、黄色などに着色され、黒色や灰
色などの内視鏡１２の操作部２４と容易に区別可能な色に着色されていることが好適であ
る。
【０１７４】
　また、この口金５４４の縁部は、操作部２４のグリップ２４ｂとは異なる、例えば白、
赤、黄、緑などに着色されていることが好適である。さらに、この口金５４４に隣接する
位置には、図示しないが、ラベル部が形成されている。すなわち、操作部本体２４ａには
、ラベル部が形成されている。このラベル部には、開口口金５４４の名称、洗滌消毒を促
す内容の表記などの文字や、記号が表記されている。この場合、ラベル部は、操作部本体
２４ａに貼り付けられるシールなどに対する印刷や、操作部本体２４ａ自体に対する成型
や操作部本体２４ａに対するペイントなどにより表示されている。
【０１７５】
　この実施の形態に係る副送水管路５６０およびラベル部の作用および効果は、第３の実
施の形態に係る副送水管路３６０およびラベル部３９０の作用および効果と同一であるの
で、説明を省略する。
【０１７６】
　次に、第６の実施の形態について図２７ないし図３１を用いて説明する。この実施の形
態は、第１および第２の実施の形態の変形例であって、第１の実施の形態で用いた部材と
同一の部材には同一の符号を付し、詳しい説明を省略する。
【０１７７】
　図２７に示すように、例えば十二指腸に対して使用される内視鏡（ここでは、第１の実
施の形態と同様に符号１２を付す）は、図示しない鉗子起上台を挿入部２２の先端硬質部
２２ｃに備えている。このため、処置具挿通チャンネルに挿通された処置具を鉗子起上台
（処置具起上台）によって、挿入部２２の先端部で所望の向きに偏向することができる。
また、このような処置具の向きを視覚的に捉えることができるように、先端硬質部２２ｃ
に配設された対物レンズや照明レンズ等は、挿入部２２の軸方向に対して外れる方向に視
野領域を備えている。このため、対物レンズや照明レンズ等を配設するために先端硬質部
２２ｃは、一部が切り欠かれている。
【０１７８】
　図２８に示すように、この実施の形態に係る内視鏡１２には、鉗子起上ワイヤ管路６６
０を備えているものがある。この鉗子起上ワイヤ管路６６０の先端は、挿入部２２の先端
の先端硬質部２２ｃに配設されている。
【０１７９】
　図２９に示すように、操作部本体（ケーシング）２４ａには、鉗子起上レバー６６２が
所定の範囲内を回動可能に枢支されている。この鉗子起上レバー６６２には、リンク棒６
６４の一端が回動可能に枢支されている。このリンク棒６６４の他端には、固定ピン６６
５（図３０参照）によってピストンロッド６６６が回動可能に支持されている。このピス
トンロッド６６６には、連結ロッド６６８の基端部（上端部）が例えばネジ止めによって
着脱可能に固定されている。
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【０１８０】
　図３０に示すように、操作部２４の地板２４ｄには、第１のパイプ固定部材６７０ａが
第１の取付板６７１ａによって取り付けられている。この地板２４ｄには、第２のパイプ
固定部材６７０ｂが第２の取付板６７１ｂによって取り付けられている。なお、第１のパ
イプ固定部材６７０ａは、第２のパイプ固定部材６７０ｂに対して操作部本体２４ａに近
接する位置に配置されている。また、地板２４ｄには、ピストンロッド６６６が摺動され
る際の摺動抵抗を低減させるため、例えばポリアセタールなどからなる摺動板６７１ｃが
固定されている。
【０１８１】
　図２９および図３０に示すように、第１のパイプ固定部材６７０ａには、連結パイプ６
７２の基端部（上端部）が固定されている。この連結パイプ６７２の先端部（下端部）に
は、第２のパイプ固定部材６７０ｂが配置されている。
【０１８２】
　これら第１のパイプ固定部材６７０ａ、連結パイプ６７２、および、第２のパイプ固定
部材６７０ｂは、上述した連結ロッド６６８を液密状態で進退可能に保持する。すなわち
、連結ロッド６６８は、第１のパイプ固定部材６７０ａ、連結パイプ６７２、および、第
２のパイプ固定部材６７０ｂ内を進退可能である。
【０１８３】
　第２のパイプ固定部材６７０ｂには、鉗子起上ワイヤ管路６６０が固定されている。こ
のワイヤ管路６６０は、図２８ないし図３０に示すように、内視鏡１２の挿入部２２に内
装された状態で固定されている。
【０１８４】
　また、図２９および図３０に示すように、連結ロッド６６８の先端部（下端部）には、
鉗子起上ワイヤ６７４の基端部（上端部）が連結されている。この鉗子起上ワイヤ６７４
は、ワイヤ管路６６０の内部に挿通されている。この鉗子起上ワイヤ６７４の先端部（下
端部）には、図示しない鉗子起上台が連結されている。
【０１８５】
　図２９に示すように、操作部本体（ケーシング）２４ａには、外周面にネジが切られ、
口金として使用される鉗子起上ワイヤ管路開口部６４４が配設されている。このワイヤ管
路開口部６４４には、操作部本体２４ａの内部側で洗滌用チューブ６７６の一端が装着さ
れている。図２９および図３０に示すように、この洗滌用チューブ６７６の他端は、上述
した第１のパイプ固定部材６７０ａに連結されている。
【０１８６】
　このような鉗子起上台を起上させたり、元の位置に戻したりする作用について簡単に説
明する。
【０１８７】
　まず、鉗子起上レバー６６２を操作部本体２４ａに対して回動させる。すると、リンク
棒６６４が操作部本体２４ａの内部で進退する。このリンク棒６６４の進退動作は、ピス
トンロッド６６６に伝達され、続いて、連結ロッド６６８に伝達される。
【０１８８】
　そうすると、連結ロッド６６８から鉗子起上ワイヤ６７４に鉗子起上レバー６６２の進
退動作が伝達される。このため、ワイヤ６７４に対して張力を与えてワイヤ６７４の先端
部に連結された鉗子起上台（図示せず）を元の位置から起上させたり、その張力を解放し
て鉗子起上台（図示せず）を元の位置に戻したりすることが可能である。
【０１８９】
　この場合、ワイヤ管路６６０内を通して操作部２４側に流れてくる血液や体液等は、第
２のパイプ固定部材６７０ｂおよび第１のパイプ固定部材６７０ａの間が液密に保持され
ているので、操作部２４に流れてくることが防止される。
【０１９０】
　図３１（Ａ）に示すように、この鉗子起上ワイヤ管路開口部６４４に隣接する位置には
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、表示手段としてラベル部６９０が形成されている。すなわち、操作部本体２４ａには、
ラベル部６９０が形成されている。このラベル部６９０には、例えば図３１（Ｂ）に示す
ように、開口部６４４の名称、洗滌消毒を促す内容の表記などの文字や、記号が表記され
ている。この場合、ラベル部６９０は、操作部本体２４ａに貼り付けられるシールなどに
対する印刷や、操作部本体２４ａ自体に対する成型や操作部本体２４ａに対するペイント
などにより表示されている。
【０１９１】
　このようなラベル部６９０には、図３１（Ｂ）に示すように、一例として、「Ｅｌｅｖ
ａｔｏｒ　Ｃｈａｎｎｅｌ　Ｐｌｕｇ」や、「ＲＥＰＲＯＣＥＳＳ　ＣＨＡＮＮＥＬＳ　
ＡＦＴＥＲ　ＥＶＥＲＹ　ＰＲＯＣＥＤＵＲＥ」などの文字や、注意を喚起する記号が付
されている。なお、このラベル部６９０の文字や略号、記号などは、使用者が認識しやす
いように、内視鏡１２の操作部本体２４ａの色である黒色や灰色と異なる色である、例え
ば白色や赤色、黄色などに着色されていることが好適である。
【０１９２】
　開口部６４４の名称として、図３１（Ｂ）中に示した「Ｅｌｅｖａｔｏｒ　Ｃｈａｎｎ
ｅｌ　Ｐｌｕｇ」の他に、「洗滌チューブ取付口金」としても良い。すなわち、このよう
な表記は、内視鏡１２を使用する国ごとに、その国で使用される言語等に合わせて適宜に
変更可能である。
【０１９３】
　また、管路６６０の名称として「Ｅｌｅｖａｔｏｒ　Ｗｉｒｅ　Ｃｈａｎｎｅｌ」や「
鉗子起上ワイヤ管路」や「鉗子起上ワイヤチャンネル」としても良い。さらに、鉗子起上
ワイヤ管路６６０に対する洗滌消毒を促す内容の表記として、「ＲＥＰＲＯＣＥＳＳ　Ｃ
ＨＡＮＮＥＬＳ　ＡＦＴＥＲ　ＥＶＥＲＹ　ＰＲＯＣＥＤＵＲＥ」の他に、「ＲＥＰＲＯ
ＣＥＳＳ」としても良い。開口部６４４には、「ＥＬＥＶＡＴＯＲ」の略号である「ＥＬ
ＥＶ」を用いても良い。これらの表記は、適宜に選択可能である。
【０１９４】
　次に、この実施の形態に係る内視鏡１２の作用について説明する。
【０１９５】
　例えば十二指腸など、内視鏡１２を用いて処置を行なう際、処置具が処置具挿通チャン
ネルに挿通されて使用される。この処置具挿通チャンネルの先端から突出した処置具は、
鉗子起上台で挿入部２２の軸方向から外れる方向に屈曲される。このときは、鉗子起上ワ
イヤ６７４に張力を加えた状態にある。処置を終了させた後、鉗子起上ワイヤ６７４への
張力を解放し、処置具を処置具挿通チャンネルから抜き取る。
【０１９６】
　内視鏡１２を用いた全ての処置が終了した後、この内視鏡１２を洗滌する。なお、鉗子
起上ワイヤ６７４の先端は鉗子起上台に連結されているので、各種の処置に伴うワイヤの
摺動によって汚されている。
【０１９７】
　この場合、内視鏡１２の操作部２４のラベル部６９０には、鉗子起上ワイヤ管路６６０
は、使用後に洗滌が必要な旨である「ＲＥＰＲＯＣＥＳＳ　ＣＨＡＮＮＥＬＳ　ＡＦＴＥ
Ｒ　ＥＶＥＲＹ　ＰＲＯＣＥＤＵＲＥ」が表記されている。このため、第１の実施の形態
で説明したように、吸引管路６０である、上流側吸引チャンネル６２、吸引シリンダ８０
、および下流側吸引チャンネル６６が洗滌されるとともに、鉗子起上ワイヤ管路６６０も
洗滌担当者が洗滌する必要があることが容易に認識される。
【０１９８】
　吸引管路６０を洗滌する作用は、第１の実施の形態で説明したので、ここでは説明を省
略する。
【０１９９】
　一方、鉗子起上ワイヤ管路６６０の洗滌を行なう場合、鉗子起上ワイヤ管路開口部６４
４に対して、洗滌水あるいは消毒液を収容した注射筒（図示せず）などを装着する。この
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注射筒から上述した洗滌用チューブ６７６を通して洗滌水や消毒液を圧送する。すると、
この洗滌用チューブ６７６から第１のパイプ固定部材６７０ａ、連結パイプ６７２、およ
び、第２のパイプ固定部材６７０ｂを通して洗滌水や消毒液が鉗子起上ワイヤ管路６６０
内に導入されてその管路６６０内が洗滌消毒される。
【０２００】
　その後、鉗子起上ワイヤ管路開口部６４４に送気チューブが装着される。この送気チュ
ーブによって洗滌水や消毒液と同様に鉗子起上ワイヤ管路６６０内に気体が送気されて、
鉗子起上ワイヤ管路６６０内の液体がこの管路６６０の先端から噴出される。すなわち、
鉗子起上ワイヤ管路６６０内が乾燥される。
【０２０１】
　以上説明したように、この実施の形態に係る内視鏡１２よれば、以下の効果が得られる
。
【０２０２】
　鉗子起上ワイヤ管路６６０を設けた内視鏡１２の操作部２４にワイヤ管路開口部６４４
を設け、このワイヤ管路開口部６４４の近傍にラベル部６９０を設けた。したがって、洗
滌担当者に対して、ワイヤ管路６６０のワイヤ管路開口部６４４があることが認識され、
かつ、そのワイヤ管路開口部６４４に隣接する位置に使用後に洗滌が必要な旨が表記され
ているので、内視鏡１２がどのような種類であるかを認識することなく、ワイヤ管路６６
０に対しても洗滌を行なうように喚起することができる。したがって、洗滌担当者に対し
て、内視鏡１２の種類をいちいち調べる必要なく、ワイヤ管路６６０を確実に洗滌させる
ことができる。
【０２０３】
　なお、図示しないが、キャップ３４４ｃ（図２６参照）を鉗子起上ワイヤ管路開口部６
４４に装着することも好適である。このとき、キャップ３４４ｃは、例えば白、赤、青、
黄、緑など、洗滌担当者がその６４４が存在していることを容易に認識することができる
ように、着色されていることが好適である。
【０２０４】
　これまで、いくつかの実施の形態について図面を参照しながら具体的に説明したが、こ
の発明は、上述した実施の形態に限定されるものではなく、その要旨を逸脱しない範囲で
行なわれるすべての実施を含む。
【０２０５】
　上記説明によれば、下記の事項の発明が得られる。また、各項の組み合わせも可能であ
る。
【０２０６】
　　［付記］
　　（付記項１）
　内視鏡のチャンネルから体腔内の体液等の吸引を制御する吸引制御バルブにおいて、
　前記吸引制御バルブは、
　樹脂材製の取付部、ピストン部、およびボタン部と金属材製のバネ部より構成され、
　前記取付部を介して内視鏡操作部の吸引シリンダ口金に取り付けられ、前記取付部は、
吸引シリンダ口金のフランジ部外径より小径の内径を有していて、フランジ部外径を乗り
越えて装着されてフランジ部に係合されている。取付部上部には、取付部外径よりも一回
り大きい内径を有する指掛部がリング状に設けられ、指掛部は連結部を介して取付部本体
に連結されている。連結部近傍には、薄肉部が形成され、指掛部を引っ張ることにより連
結部から薄肉部が破壊されて、前記取付部とフランジ部の係合が解除されることを特徴と
する内視鏡用吸引制御バルブ。
【０２０７】
　　（付記項２）
　シリンダと、このシリンダの一端部の外周面に配設され、フランジ部を有するシリンダ
口金を備えた操作部を具備し、
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　前記シリンダ口金に装着される取付部と、
　前記取付部に対して摺動可能なピストン部と、
　前記ピストン部の上端部に配設され、前記取付部に対して前記ピストン部を摺動動作さ
せるボタン部と、
　前記ボタン部と前記取付部との間で前記ピストン部の外周に配設され、前記ボタン部を
前記取付部に対して離隔する方向に付勢するバネと
　を有する吸引制御バルブを前記操作部の前記シリンダ口金に装着可能な内視鏡において
、
　前記取付部は弾性変形可能な樹脂材により形成された取付部本体を備え、
　前記取付部本体は、
　前記シリンダ口金の前記フランジ部の外径よりも小さな内径を備え、前記フランジ部を
乗り越えて装着される係合部と、
　前記取付部本体の外側に配設され、前記取付部本体に対して連結部で連結された引張部
と、
　前記連結部に隣接する位置に形成された薄肉部と
　を具備することを特徴とする内視鏡。
【０２０８】
　　（付記項３）
　前記薄肉部に隣接する位置には、前記薄肉部を容易に切断可能な切欠部が形成されてい
ることを特徴とする付記項２に記載の内視鏡。
【０２０９】
　　（付記項４）
　前記取付部本体は、前記薄肉部の薄さを保持する貫通孔と、前記ピストン部の回転を規
制する回転規制部とを有する隔壁を備えていることを特徴とする付記項２もしくは付記項
３に記載の内視鏡。
【０２１０】
　　（付記項５）
　前記連結部は、前記取付部本体の上端部に連結されていることを特徴とする付記項２な
いし付記項４のいずれか１に記載の内視鏡。
【０２１１】
　　（付記項６）
　前記連結部は、前記取付部本体の下端部に連結されていることを特徴とする付記項２な
いし付記項４のいずれか１に記載の内視鏡。
【０２１２】
　　（付記項７ないし付記項２２に対する従来技術）
　従来より、内視鏡には様々な管路が内部に設けられ、その管路に連通する開口部が内視
鏡の表面に設けられている。特に、内視鏡の挿入部の先端部に設けられたレンズ面の洗滌
のために送気や送水を行なう送気管路や、血液や処置対象物を吸引する吸引管路や、処置
具を挿入可能な処置具挿通チャンネルについては主だった機種に搭載されている。
【０２１３】
　一方、十二指腸やその近傍の検査、処置に使用される十二指腸用内視鏡には、処置具挿
通チャンネルに挿通させた処置具の軸方向を偏向させる鉗子起上台が設けられている。こ
の鉗子起上台は、鉗子起上台から挿入部の基端部側に延出される起上操作ワイヤを押し引
き操作することで動作される。
【０２１４】
　この起上操作ワイヤは進退自在に起上操作ワイヤ管路に内挿され、前述した押し引き操
作を行なうことができる。このような起上操作ワイヤ管路の内部を洗滌消毒可能となるよ
うに、内視鏡の表面には、前記起上操作ワイヤ管路に連通する開口部が設けられ、そこか
ら洗滌液などを注入できるようにしている。
【０２１５】
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　さらに、例えば、内視鏡の先端から体腔内の例えば病変に向かって送水し、病変を洗滌
する副送水管路を有する内視鏡もある。その場合、副送水管路に例えば水を供給可能とな
るように、内視鏡の表面にはその副送水管路に連通する副送水管路開口部が設けられてい
る。
【０２１６】
　　（付記項７ないし付記項２２が解決しようとする課題）
　前述した送気管路、送水管路、処置具挿通チャンネルは主だった内視鏡に搭載されてい
るが、起上操作ワイヤ管路や副送水管路を有する内視鏡は一部である。
【０２１７】
　そのため、内視鏡を扱う人は、洗滌消毒の際に洗滌消毒対象となる内視鏡がどの形式の
内視鏡であるかをいちいち確認した上で、搭載されている管路を洗滌消毒する必要がある
かどうか、判断する必要がある。しかし、挿入部の太さや長さ、対象となる消化管の種類
の差によって内視鏡は様々な種類を備え、その形式を洗滌消毒のたびに瞬時に識別するの
は容易ではなく、洗滌消毒の手間が掛かる一因である。
【０２１８】
　　（付記項７ないし付記項２２の目的）
　そこで、内視鏡の形式を洗滌消毒の度ごとに判別せずとも、洗滌消毒対象となる管路が
瞬時に識別可能となる内視鏡を提供する。
【０２１９】
　ここでは、管路に連通する開口部、特に前記起上操作ワイヤ管路や副送水管路の開口部
自体やその近傍に、その管路が存在することを示すマーカを設けている。
【０２２０】
　　（付記項７）
　体腔内に挿入可能な挿入部を有する内視鏡であって、
　前記挿入部内に配置され、流体を挿通可能な管路と、
　周囲の色とは異なる色を有する識別部を備え、前記管路に連通するとともに前記管路に
流体を供給するための口金として前記内視鏡の裏面に開口した管路開口部と
　を具備することを特徴とする内視鏡。
【０２２１】
　　（付記項８）
　体腔内に挿入可能な挿入部を有する内視鏡であって、
　前記挿入部内に配置され、流体を挿通可能な管路と、
　前記管路に連通するとともに前記管路に流体を供給するための口金として前記内視鏡の
表面に開口した管路開口部と、
　前記管路開口部を塞ぐために前記管路開口部に着脱可能に設けられ、周囲の色とは異な
る色を有する栓体と
　を具備することを特徴とする内視鏡。
【０２２２】
　　（付記項９）
　体腔内に挿入可能な挿入部と、
　前記挿入部内に配設され、処置具を挿通可能な管路としての処置具挿通チャンネルと、
　前記挿入部の先端部に設けられ、前記処置具挿通チャンネルと連通する開口部と、
　前記開口部内で軸支され、手元側に延出する操作ワイヤを押し引きすることで前記開口
部から突出する、前記処置具挿通チャンネルに挿通された処置具を起上させる鉗子起上台
と、
　前記挿入部内に設けられ、前記操作ワイヤを進退可能に挿通する中空のワイヤ挿通管路
と、
　前記挿入部の手元側に接続され、前記ワイヤ挿通管路に保持された前記操作ワイヤを操
作する操作手段を備えた操作部と、
　周囲の色とは異なる色を有する識別部を備え、前記ワイヤ挿通管路に挿通する口金とし
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て前記操作部の表面に開口した管路開口部と
　を具備することを特徴とする内視鏡。
【０２２３】
　　（付記項１０）
　体腔内に挿入可能な挿入部と、
　前記挿入部内に配設され、流体を挿通可能な管路としての流体挿通管路と、
　前記挿入部の先端部に設けられ、前記流体挿通管路に連通されるとともに体腔内の観察
対象物に対して流体を噴出させるための噴出口と、
　前記挿入部の手元側に接続され、前記挿入部を操作するための操作部と、
　周囲の色とは異なる色を有する識別部を備え、前記流体挿通管路に連通する口金として
前記操作部の表面に開口した管路開口部と
　を具備することを特徴とする内視鏡。
【０２２４】
　　（付記項１１）
　体腔内に挿入可能な挿入部と、
　前記挿入部内に記設され、流体を挿通可能な管路としての流体挿通管路と、
　前記挿入部の先端に設けられ、体腔内を観察するための観察手段を備えた先端部と、
　前記先端部に設けられ、前記流体挿通管路に連通されるとともに体腔内の観察対象物に
対して流体を噴出させるための噴出口と、
　前記挿入部の手元側に接続され、前記挿入部を操作するための操作部と、
　前記操作部に接続されたユニバーサルコードと、
　このユニバーサルコードを介して、前記観察手段に電気的に接続可能な接点部を有する
コネクタ部と、
　周囲の色とは異なる色を有する識別部を備え、前記流体挿通管路に連通する口金として
前記コネクタ部の表面に開口した管路開口部と
　を具備することを特徴とする内視鏡。
【０２２５】
　　（付記項１２）
　体腔内に挿入可能な挿入部と、
　前記挿入部内に配設され、流体を挿通可能な管路としての流体挿通管路と、
　前記挿入部の先端に設けられた先端部と、
　前記先端部に設けられ、前記流体挿通管路に連通されるとともに体腔内の観察対象物に
対して流体を噴出させるための噴出口と、
　前記挿入部の手元側に接続され、前記挿入部を操作するための操作部と、
　前記流体挿通管路に連通するとともに前記流体挿通管路に流体を供給するための口金と
して前記操作部の表面に開口した管路開口部と、
　前記管路開口部を塞ぐために前記管路開口部に着脱可能に設けられ、周囲の色とは異な
る色を有する栓体と
　を具備することを特徴とする内視鏡。
【０２２６】
　　（付記項１３）
　体腔内に挿入可能な挿入部と、
　前記挿入部内に配設され、流体を挿通可能な管路としての流体挿通管路と、
　前記挿入部の先端に設けられ、体腔内を観察するための観察手段を備えた先端部と、
　前記先端部に設けられ、前記流体挿通管路に連通されるとともに体腔内の観察対象物に
対して流体を噴出させるための噴出口と、
　前記挿入部の手元側に接続され、前記挿入部を操作するための操作部と、
　前記操作部に接続されたユニバーサルコードを介して、前記観察手段に電気的に接続可
能な接点部を備えたコネクタ部と、
　前記流体挿通管路に連通するとともに前記流体挿通管路に流体を供給するための口金と
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して前記コネクタ部の表面に開口した管路開口部と、
　前記管路開口部を塞ぐために前記管路開口部に着脱可能に設けられ、周囲の色とは異な
る色を有する栓体と
　を具備することを特徴とする内視鏡。
【０２２７】
　　（付記項１４）
　体腔内に挿入可能な挿入部を有する内視鏡であって、
　前記挿入部内に配置され、流体を挿通可能な管路と、
　前記内視鏡の表面に開口するとともに、前記管路に連通する管路開口部と、
　前記管路開口部の近傍に設けられ、前記開口部に関する表示を行なう表示手段と
　を具備することを特徴とする内視鏡。
【０２２８】
　　（付記項１５）
　体腔内に挿入可能な挿入部と、
　前記挿入部内に配設され、処置具を挿通可能な管路としての処置具挿通チャンネルと、
　前記挿入部の先端部に設けられ、前記処置具挿通チャンネルと連通する開口部を有する
先端部と、
　前記開口部内で軸支され、手元側に延出する操作ワイヤを押し引きすることで前記開口
部から突出する前記処置具を起上させる鉗子起上台と、
　前記挿入部内に設けられ、前記操作ワイヤを進退可能に挿通する中空のワイヤ挿通管路
と、
　前記挿入部の手元側に接続され、前記ワイヤ挿通管路に保持された前記操作ワイヤを操
作する操作手段を備えた操作部と、
　前記ワイヤ挿通管路に連通する口金として前記操作部の表面に開口した管路開口部と、
　前記管路開口部の近傍に設けられ、前記開口部に関する表示を行なう表示手段と
　を具備することを特徴とする内視鏡。
【０２２９】
　　（付記項１６）
　体腔内に挿入可能な挿入部と、
　前記挿入部内に配設され、流体を挿通可能な管路としての流体挿通管路と、
　前記挿入部の先端に設けられた先端部と、
　前記先端部に設けられ、前記液体挿通管路に連通されるとともに体腔内の観察対象物に
対して流体を噴出させるための噴出口と
　を具備する内視鏡であって、
　前記流体挿通管路に連通する口金として前記内視鏡の表面に開口した管路開口部と、
　前記管路開口部の近傍に設けられ、前記開口部に関する表示を行なう表示手段と
　を具備することを特徴とする内視鏡。
【０２３０】
　　（付記項１７）
　体腔内に挿入可能な挿入部と、
　前記挿入部内に配設され、流体を挿通可能な管路としての流体挿通管路と、
　前記挿入部の先端に設けられた先端部と、
　前記先端部に設けられ、前記流体挿通管路に連通されるとともに体腔内の観察対象物に
対して流体を噴出させるための噴出口と、
　前記挿入部の手元側に接続され、前記挿入部を操作するための操作部と、
　前記流体挿通管路に連通する口金として前記操作部の表面に開口した管路開口部と、
　前記管路開口部の近傍に設けられ、前記開口部に関する表示を行なう表示手段と
　を具備することを特徴とする内視鏡。
【０２３１】
　　（付記項１８）
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　体腔内に挿入可能な挿入部と、
　前記挿入部内に配設され、流体を挿通可能な管路としての流体挿通管路と、
　前記挿入部の先端に設けられ、体腔内を観察するための観察手段を備えた先端部と、
　前記先端部に設けられ、前記流体挿通管路に連通されるとともに体腔内の観察対象物に
対して流体を噴出させるための噴出口と、
　前記挿入部の手元側に接続され、前記挿入部を操作するための操作部と、
　前記操作部に接続されたユニバーサルコードを介して、前記観察手段に電気的に接続可
能な接点部を有するコネクタ部と、
　前記流体挿通管路に連通する口金として前記コネクタ部の表面に開口した管路開口部と
、
　前記管路開口部の近傍に設けられ、前記開口部に関する表示を行なう表示手段と
　を具備することを特徴とする内視鏡。
【０２３２】
　　（付記項１９）
　前記管路開口部の名称を表示する前記表示手段であることを特徴とする付記項１４ない
し付記項１８のいずれか１に記載の内視鏡。
【０２３３】
　　（付記項２０）
　前記管路開口部に連通する前記管路の名称を表示する前記表示手段であることを特徴と
する付記項１４ないし付記項１８のいずれか１に記載の内視鏡。
【０２３４】
　　（付記項２１）
　前記管路開口部の場所を表示する前記表示手段であることを特徴とする付記項７ないし
付記項１２のいずれか１に記載の内視鏡。
【０２３５】
　　（付記項２２）
　前記管路開口部に関する注意事項を示す前記表示手段であることを特徴とする付記項７
ないし付記項１２のいずれか１に記載の内視鏡。
【０２３６】
　　（付記項２３ないし付記項２７に対する従来技術および課題）
　内視鏡の使用後、血液や生体組織等の吸引時に使用される吸引管路を洗滌することが必
要である。このような洗滌を行なう場合、洗滌用ブラシが使用される。このブラシは可撓
性を有するコイルで形成された挿入部と、この挿入部の先端部に設けられたブラシ部と、
挿入部の基端部に設けられた操作部とを備えている。
【０２３７】
　操作部には、吸引ボタンが装着される吸引シリンダが配設されている。ブラシで、この
吸引シリンダから連通する挿入部の先端部側、および、ユニバーサルケーブル側の管路が
洗滌される。
【０２３８】
　しかし、この吸引シリンダの開口部には、ブラシのコイルで形成された挿入部が摺動さ
れるので、その摺動により吸引シリンダの開口部が削れることがある。このように吸引シ
リンダが削れると、吸引制御ボタンの開閉時に空気や液体がリークしてしまい、吸引量が
低下してしまう。
【０２３９】
　　（付記項２３ないし付記項２７に対する目的）
　そこで、吸引シリンダに洗滌ブラシを挿通してブラシの挿脱を実施した場合の、吸引シ
リンダの削れ防止、すなわち、吸引シリンダの削れを未然に防ぐ保護板およびその保護板
を有する内視鏡を提供する。
【０２４０】
　　（付記項２３）
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　体腔内に挿入される挿入部と、
　この挿入部の基端部に配設された操作部と
　を具備する内視鏡であって、
　前記挿入部および前記操作部は、前記挿入部および前記操作部に連通され、開口された
開口部をそれぞれ有する管路を備え、
　前記操作部の開口部には、この開口部を洗滌のときに保護する保護板を着脱可能である
ことを特徴とする内視鏡。
【０２４１】
　　（付記項２４）
　内視鏡を洗滌する際に管路の口金に装着される保護板であって、
　前記保護板は、
　前記口金に着脱可能な係合部を有する保護板本体と、
　前記保護板本体に装着される洗滌具ガイド部と
　を具備することを特徴とする保護板。
【０２４２】
　　（付記項２５）
　前記保護板本体は、前記口金から前記係合部の係合を解除するときに力を加える力点部
を備えていることを特徴とする付記項２４に記載の保護板。
【０２４３】
　　（付記項２６）
　前記保護板本体は、樹脂材により形成され、
　前記洗滌具ガイド部は、金属材により形成されていることを特徴とする付記項２４もし
くは付記項２５に記載の保護板。
【０２４４】
　　（付記項２７）
　前記保護板本体と、前記洗滌具ガイド部とは、樹脂材により一体成型されていることを
特徴とする付記項２４もしくは付記項２５に記載の保護板。
【図面の簡単な説明】
【０２４５】
【図１】第１の実施の形態に係る内視鏡システムを示す概略的な斜視図。
【図２】（Ａ）は第１の実施の形態に係る内視鏡システムにおけるチャンネル構成を示す
概略的な断面図、（Ｂ）は操作部に装着された吸引シリンダおよびシリンダ口金を示す概
略的な断面図。
【図３】第１の実施の形態に係る内視鏡システムの内視鏡に着脱可能な吸引制御バルブを
示す概略的な斜視図。
【図４】（Ａ）は第１の実施の形態に係る内視鏡システムの内視鏡に着脱可能な吸引制御
バルブの概略的な縦断面図、（Ｂ）は（Ａ）中の４Ｂ－４Ｂ線に沿う縦断面図。
【図５】（Ａ）は第１の実施の形態に係る内視鏡システムの内視鏡に着脱可能な吸引制御
バルブを内視鏡に装着した状態を示す概略的な側面図、（Ｂ）は（Ａ）中の５Ｂ－５Ｂ線
に沿う断面図、（Ｃ）は（Ａ）中の５Ｃ－５Ｃ線に沿う断面図。
【図６】第１の実施の形態に係る内視鏡システムの内視鏡に着脱可能な吸引制御バルブの
ボタンを押圧し、挿入部側のチャンネルから吸引を行なう状態を示す概略的な斜視図。
【図７】第１の実施の形態に係る内視鏡システムの内視鏡に装着した吸引制御バルブを示
す概略的な側面図。
【図８】第１の実施の形態に係る内視鏡システムの内視鏡に装着した吸引制御バルブを取
り外す際に指掛部を指で保持した状態を示す概略的な側面図。
【図９】第１の実施の形態に係る内視鏡システムの内視鏡に装着した吸引制御バルブを取
り外す際に指掛部を指で保持し、取付部本体の第１の薄肉部に切り込みを入れた状態を示
す概略的な側面図。
【図１０】第１の実施の形態に係る内視鏡システムの内視鏡に装着した吸引制御バルブを
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取り外す際に指掛部を指で保持し、取付部本体の第１の薄肉部に切り込みを入れて指掛部
を取付部本体から取り外した状態を示す概略的な側面図。
【図１１】第１の実施の形態に係る内視鏡システムの内視鏡に装着した吸引制御バルブを
取り外す際に取付部本体の上端部を保持して吸引シリンダ口金の第１および第２のフラン
ジ部と取付部本体の凸部との係合を解除した状態を示す概略的な断面図。
【図１２】（Ａ）は第１の実施の形態に係る内視鏡システムの内視鏡の操作部の吸引シリ
ンダ口金に着脱可能な取付板を示す概略的な平面図、（Ｂ）は第１の実施の形態に係る内
視鏡システムの内視鏡の操作部の吸引シリンダおよび吸引シリンダ口金に取付板を装着し
た状態を示す概略的な断面図。
【図１３】（Ａ）は第１の実施の形態に係る内視鏡システムの内視鏡の操作部の吸引シリ
ンダ口金に着脱可能な取付板を斜め上方から見た状態を示す概略的な斜視図、（Ｂ）は第
１の実施の形態に係る内視鏡システムの内視鏡の操作部の吸引シリンダ口金に着脱可能な
取付板を斜め下方から見た状態を示す概略的な斜視図。
【図１４】第１の実施の形態に係る内視鏡システムの内視鏡の上流側吸引チャンネルを、
操作部の吸引シリンダ口金に装着した取付板を介してブラシを挿入して洗滌する状態を示
す概略的な部分断面図。
【図１５】第２の実施の形態に係る内視鏡システムの内視鏡に着脱可能な吸引制御バルブ
を示す概略的な斜視図。
【図１６】（Ａ）は第２の実施の形態に係る内視鏡システムの内視鏡に着脱可能な吸引制
御バルブの概略的な縦断面図、（Ｂ）は（Ａ）中の１６Ｂ－１６Ｂ線に沿う縦断面図。
【図１７】（Ａ）は第２の実施の形態に係る内視鏡システムの内視鏡に着脱可能な吸引制
御バルブを内視鏡に装着した状態を示す概略的な側面図、（Ｂ）は（Ａ）中の１７Ｂ－１
７Ｂ線に沿う断面図、（Ｃ）は（Ａ）中の１７Ｃ－１７Ｃ線に沿う断面図、（Ｄ）は（Ａ
）中の１７Ｄ－１７Ｄ線に沿う断面図。
【図１８】第２の実施の形態に係る内視鏡システムの内視鏡に着脱可能な吸引制御バルブ
のボタンを押圧し、挿入部側のチャンネルから吸引を行なう状態を示す概略的な斜視図。
【図１９】第２の実施の形態に係る内視鏡システムの内視鏡に装着した吸引制御バルブを
取り外す際に指掛部を指で保持した状態を示す概略的な側面図。
【図２０】（Ａ）は第２の実施の形態に係る内視鏡システムの内視鏡に装着した吸引制御
バルブを取り外す際に指掛部を指で保持した状態を示す概略的な側面図、（Ｂ）は（Ａ）
中の２０Ｂ－２０Ｂ線に沿う断面図。
【図２１】第３の実施の形態に係る内視鏡システムにおける副送水管路の構成を示す概略
的な断面図。
【図２２】（Ａ）は第３の実施の形態に係る内視鏡システムにおけるコネクタの構成を示
す概略的な斜視図、（Ｂ）は（Ａ）中のラベル部に表示された内容を表記する概略図。
【図２３】第４の実施の形態に係る内視鏡システムにおける副送水管路の構成を示す概略
的な断面図。
【図２４】（Ａ）は第４の実施の形態に係る内視鏡システムにおける内視鏡の操作部を示
す概略図、（Ｂ）は（Ａ）中の矢印２４Ｂ方向から見た操作部の概略図、（Ｃ）は（Ｂ）
中のラベル部に表示された内容を表記する概略図。
【図２５】第５の実施の形態に係る内視鏡システムにおける副送水管路の構成を示す概略
的な断面図。
【図２６】第５の実施の形態に係る内視鏡システムにおける内視鏡の操作部を示す概略的
な斜視図。
【図２７】第６の実施の形態に係る内視鏡システムにおける内視鏡を示す概略図。
【図２８】第６の実施の形態に係る内視鏡システムにおける鉗子起上ワイヤ管路の構成を
示す概略的な断面図。
【図２９】第６の実施の形態に係る内視鏡システムにおける鉗子起上台を起上させたり、
元の位置に戻したりする装置の構造を示す概略的な部分断面図。
【図３０】第６の実施の形態に係る内視鏡システムにおける鉗子起上台を起上させたり、



(32) JP 4583915 B2 2010.11.17

10

元の位置に戻したりする装置の操作部側の構造を示す概略的な断面図。
【図３１】（Ａ）は第６の実施の形態に係る内視鏡システムにおける操作部の構成を示す
概略的な斜視図、（Ｂ）は（Ａ）中のラベル部に表示された内容を表記する概略図。
【符号の説明】
【０２４６】
　１１０…取付部、１１２…ピストン、１１４…ボタン、１１６…バネ、１２０…取付部
本体、１２２…凸部、１２８…突出部、１２８ａ…ピストン貫通穴、１２８ｂ…回転規制
突起、１３０…リング状指掛部、１３０ａ…連結部、１３６ａ…第１の薄肉部、１３６ｂ
…第２の薄肉部、１３８…凸部切欠部、１４２…位置決め突起、１４４…貫通穴、１５０
…ピストン軸部

【図１】 【図２】
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摘要(译)

卫生运行成本，以提供一种廉价的内窥镜吸入控制阀。 吸入控制阀30包
括安装在汽缸吹口具有在内窥镜中，可滑动的相对于所述安装部的活塞
112，所述活塞的上端的凸缘部的安装部110设置部分，用于滑动相对于
安装部的活塞的移动的按钮114被设置在按钮和安装部分之间的活塞的外
周上，与相对于所述安装部的按钮远离的方向并且用于推动它的弹簧
116。安装部分110包括主体120的树脂材料形成的安装部分，安装部分
主体设置有较小的内径比圆筒嘴件的凸缘部的外径，要被安装在所述凸
缘部的凸部和122，设置在安装部主体的外部，并且包括手指搁置130通
过连接部130a相对于连接到所述安装部主体，和形成在相邻的连接部的
位置处的薄壁部136a中那里。 点域5
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